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法

政

研

究

第
十
管

第
一
號

六
λ

強
盗

及

び

窃
盗

の
罪

臓

物

に

關

す

る

罪

博
奕

の

罪

密

貿

易

に

關

す

る
罪

奴

刑

結

語

緒

言

法
文
學
部
内
の
九
州
文
化
史
研
究
所
採
集
史
料
中
に
は
、
対
馬

近
世
史
料
が
可
成
り
多
く
存
す
る

)
が
、
。就
中
寛

永
乃
至
文
久
の
法
制
記
事
を
集
録
せ
る
諸
冊

(「
科
人
帳
」
十
八
冊
、
【
罰
責
類
聚
」
三
十
四
冊
、
【
拝
領
奴
婢

郷
分
」
十

一
冊
、
「嚴

原
藩
人
被
下
帳
」

一
冊
、
「
嚴
原
藩
人
被
下
順
」

一
冊
、
「
奴
婢
被
成
下
並
返
上
」
四
冊
、
「竈

立
並
奴
婢
號
御
冤
レ
二
冊
等
)
は
、
近

・
世
法
制
史
料
と
し
て

甚
だ
珍
重
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

本
篇
に
於
て
私
は
、
前
記
諸
書
に
見
え
る
刑
事
判
決
例
の
中
よ
り
》
近
枇
中
葉

の
も
の
を
撰
び
出
し
て
紹
介
し
、
而

も
て
そ
れ
等
を
通
し
て
、
當
時
の
対
馬
藩

(
府
中
藩
)
の
刑
事
的
法
則
の

一
斑
を
窺
ひ
、

併
せ
て
徳
川
幕
府
の

根
本
法
典
の

一
つ

門
公
事
方
御
定
書
」
制
定

)
後
、
対
馬

藩
の
刑
事
的
怯
則
は
、
本
法
典
上
の
原
則
と
如
何
な
る
関
係

に
あ
つ
た

か
、
此
貼
を
調

、昭
和
十
四
年
春
発
行

の
法
文
論
叢

'所
載

の

「
九
州
文
化
史
研
究
所
所

藏
史
料
目
録
」

に
て
そ

の
概
要
紹
介
、
尤
も
拙
文

「
近
世
懲
役
刑
小
考
」
ー

「
九
州
帝
國
大
學
法
丈

學
部

十
周
年

記
念
法
學
論
文
集
」
、

ー

三
〇
頁
、
拙
文

「
徳

川
幕
府

『
過
料
』
刑
小
考
」
1
國
家
學
會

五
十
周
年
記
念
國
家
學
論
集
ー
九
頁
に
そ

の

一
端

は
既
に
早
く
紹
介

、寛

保

'二
年

、寛

保

三
年

.

'乃
.至
安

永

」



査
し
て
見
度
い
ざ
思
ふ
の
で
あ
る
。

本
篇
、
対
馬

藩
刑
法
の
考
究
ε
い
ふ
も
、
幕
府
の
庶
民
法
法
典
ざ
も
云
ふ
べ
き
、
そ
の
殆
ん
ざ
す
べ
て
が
庶

民
に
關
す
る
法
條
で

あ
る
と
こ
ろ
の

「
公
事
方
御
定
書

レ
ε
の
比
較
対
照

を

一
目
的
ε
せ
る
関
係
上
、
便
宜
を
以
て
、
以
下
試
み
る
ε
こ
ろ
は
、
対
馬

藩

庶
民
刑
法
の
研
究
に
止
め
、
武
士
に
対
す
る
刑
法
の
考
究
は
別
論
に
譲
る
こ
と
に

す
る
。
叉
、
庶
昆
刑
法
の
細

目
中
、
御
定
書
に
類

項
の
見
え
ざ
る
も
の
に
し
て
、
割
愛
せ
る
も
の
も
存
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
要
な
る
も
の
は
概
ね
之
を
網
羅
し
て
ゐ
る
。

荷
ほ
、
対
馬

藩
刑
法
を
概
観
し
て
、
先
づ
第

一
に
氣
附
く
そ
の
大
特
徴
は
、
奴

(碑
)
刑
の
適
用
が
甚
だ
廣
汎
に
亙
り
、
奴
刑
は

刑
罰
中
主
要
な
な
も
の
」

一
つ
と
し
て
、
内
容
大
い
に
整
備
し
て
居
る
ご
ざ
で
あ
る
。
対
馬

庶
民
刑
法
の
認
識

は
、
奴
刑
制
の
理
解

な
し
に
は
、
到
底
不
可
能
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
依
つ
て
、
奴
刑
に
就
い
て
は
、
特
に
別
節
を
設
け
て
、
梢
よ
詳
細
に
考
究

①

す

る

こ

と

に

す

る
。

①

奴
刑
は
対
馬

藩
に
限

つ
た
制
度
で
は
な

い

(
前
掲
拙
文

「
近
世
懲
役
刑
小
考
」

二
三
頁
以
下
参
照
)

が
、
対
馬

藩

の
如
く
具
は
れ
る
も
の
を
知

ら
な

い
。

対
馬

藩
奴
刑
は
、
「
対
馬
島
誌
」

二
六

一
頁

以
下
、

『
対
馬
近
代
史
」
九
八
頁

以
下
、
前
掲
拙
文
三
〇
頁
等

に
て
、

そ

の

一
端
が
紹
介
さ
れ
た
に

過
ぎ
な

い
の
で
、
本
篇
少
し
く
詳

細
を
期
す

る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
諸
種

の
事
情
上
本
篇
叉
、

近
世
中
葉
時

代

の
奴
刑
制
概
要
観
察
を
出
で

得
な

い
。

逃

走

の

罪

対
馬

藩
刑
事
判
決
例
五
十
題

六
九



魔

・

ぴ

逃
走
の
罪
と
は
、
今
日
の
法
學
上
の
用
例
に
從

へ
ば
、
公
の
自
由
拘
束
力
侵
害
の
罪
で
あ
る
が
、
対
馬

藩
に
於
け
る
、
此
種
犯
罪

の
庭
遇
は
如
何
。

第

圏
判
決
例

(
「科
人
帳
」十
二
下
所
牧
)
,

十
二
月
甚

日

)
」
淺
井
與
左
衛
門
讃

下
男
多
士
.事
焚

」
右
は
最
前
潜
商
博
奕
之
依
科
與
左
衛
門
奴

疲

成
下
堪

庭
府
内
へ
難
召
置
程
之
不
行
跡
者
ざ
相
聞
殊
更
去
比
令
欠
落
不
届
者

二
付
佐
須
郷
久
根
村
下
知
役
齋
藤
四
郎
右
衛
門
へ
七
ケ

年
切
奴

二
被
成
下
候
事

第
二
判
決
例

(「科
人
帳
」十
三
上
所
牧
)

寅

九
月
十
二
日
」
與
良
郷
内
山
村
給
人
内
山
源
之
允
拝
領
上
方
抱
下
男
六
平
」
右
者
元
文
五
庚
中
年
盗
博
奕
之
依
科

源
之
允
ね
永
代
奴

二
被
成
下
其
後
茂
度
≧
令
欠
落
當
年
二
至
無
間
茂
爾
度
段
欠
落
重
≧
不
届
者
二
付
上
方
追
登
申
付
候
事

第
三
判
決
例

(
「科
人
帳
」十
三
中
所
牧
)

子

)
四
月
十
五
日
」
豊
崎
郷
奉
役
武
本
九
右
衛
門
拝
領
下
男
幸
助
」
右
背
先
月
九
日
居
村
令
欠
落
剃
髪
い
九
し
不
届
者

二
付
唯
心
軒
配
下
乞
食

二
申
付
候
事

以
上
は
犯
罪
に
依
り
奴
刑
長

せ
ら
れ
、
特
定
の
人
の
下
に
覆

に
服
レ
て
居
る
者

)
が
、
嚢

せ
る
場
合
の
判
決
で
あ

り
、
公
の
自
由
拘
束
力
侵
害
犯
の
裁
断
例
で
あ
る
。

尚
ほ

次
な
る
判
例
は
、
盗
犯
と
破
牢
犯
倶
褒

の
場
合
歪
あ
り
、
破
牢
犯
を
如
何
に
虚
断
せ
し
か
分
明
で
は
な

い
が
、
勿
論
の
事
乍

法

政

研

究

ノ

第

十
管

第

一
號

七
〇

、

莚

享
.

三
年

、延

享

響元

年

、寛

保

'三
年

、奴
刑

の

'節
参
照



ら
、

破
牢

が

、

犯

罪

た

り

し
こ
と

、

之

に
て

實

誰

さ
れ

る
で

あ

ら

う
。

第

四

判

決

例

(
「科
人
帳
」
十
四
所
牧
)

巳
(

十
月
九
日
」
火
暴

忠
兵
衛
」
套

黍

五
月
禦

源
七
留
守
慧

入
姦

霧

鑑

候
段
相
疑

遠

詮
議
候

處
其
身
盗
取
候
段
令
白
歌
其
上
詮
議
之
内
牢
を
破
脱
出
重
≧
不
届
者

二
候
依
之
此
節
追
登
被
仰
付
候
事

扱
て

「
公
事
方
御
定
書
」
に
て
は
・を

の
下
巻
第
八
十
四
條

『
遠
嶋
者
再
犯
御
仕
置
之
事
』

・第
八
十
五
條
『
牢

抜
手
鎖
外

シ
御
構
之
地
陀
立
蹄
候
も
の
郷
仕
置
之
事
』

に
逃
走

の
罪
に
關
す
る
條
規
存
す
る
が
、右

の
第

一
第
二
.

第
三
判
例
ざ
同
種
の
罪
様

に
關
す
る
規
定
存
せ
す
、
今
比
較
対
照

不
能
な
る
が
、
奴
刑
を
採
用
せ
る
貼
に
於
て
、
此
種
犯
に
關
す
る

対
馬

藩
法
は
、
御
定
書

の
原
則
と
異

る
も
の
あ
り
し
こ
ご
推
定
に
難
く
な
い
。

第
五
判
決
例

(
「科
人
帳
」十
三
上
所
牧
)

辰

同
(肌
)廿

百

皐

田
將
監
被
宣

右
は
去
子
年
山
里

、左
衛
門
霜

附
江
戸
罷

登
於
彼
地
令
欠
落
今
般
立
館
罷

、

D

、

、

、

℃

℃

、

↑

下
候
付
途
詮
議
候
虚
善
左
衛
門
後
上
川
玄
察
弛
相
附
居
候
内
供
先

二
而
令
欠
落
候
段
申
出
不
届
者

二
付
豊
崎
郷
豊
村
下
知
役

島
民
右
衛
門
陀
三
ケ
年
切
奴

二
被
成
下
候
事

此
剰
例
は
、

普
通

の
用
例
に
於
け
る
逃
走
部
ち
出
奔
罪
に
關
す
る
む
の
に
し
て
、

「
公
事
方
御
定
書
」

下
巻
第
四
十
三
條

『
欠

落
奉
公
人
御
仕
置
之
事
』

の
條
第
五
項
ε
卦
比
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
右
判
例
の
示
す
対
馬
藩

の
原
則
ε
本

條
の
内
容
症
は
、
相
去
る
遠
き
も
の
で
あ
つ
仁
。

寛
延

二
年

、寛

延
、

'元

年

、「徳

川

禁
令

考

」
後

聚
、

ダ第

二
帳

七

一

一
頁

」

、「徳
川
禁
令
考
」
後
聚
り

第
四
蕨

】
八
六
頁

、

、「徳

川

禁
令

考

」
後

聚
一

'第

四

秩

一
七

六
頁

隔

対
馬

藩
刑
事
判
決
例
五
十
題

七
霞



法

政

,
.

研

・究

第

十
巻

第

一
、號

モ

ニ

拾

得

物

に

關

す

る

罪

第
六
判
決
例

(
「科
人
帳
」
十
三
下
所
牧
)

辰

)
六
月
二
日
」
佐
須
奈
村
肝
煎
善
右
衛
門
」
右
は
助
右
衛
門
致
拾
ひ
物
候
を
源
八
見
届
善
右
衛
門

へ
申
聞
せ
同
前

二

蓼
助
右
衛
門

へ
難
題
を
申
掛
配
分

二
入
可
申
ε
相
談
仕
掛
候
付
致
同
意
配
分

二
加
り
候
段
相
聞
候
付
途
詮
儀
候
麗
其
紛
無
之

候
假
令
源
八
不
所
存
企
候
と
も
肝
入
役
を
も
勤
居
候
身
分
ゴ
而
致
荷
澹
重
御
法
度
之
品
隠
し
三
人
致
配
分
候
段
重
≧
不
屈
者

二
付
被
仰
付
様
之
品
も
可
有
之
候
得
共
此
節
以
御
宥
恕
樋
口

友
之
助

へ
十
ヶ
年
切
奴
被
成
下
候
事

(
源
八
は
科
代
薪
拾
疋
、

助
右
衛
門
潜
商
そ
の
他
倶
磯

の
爲
め
永
代
奴
)

此
判
決
に
て
、
甥
馬

に
て
は
、
拾
得
物
横
領
は
犯
罪
で
あ
り
、
そ
の
拾
得
者
に
し
て
横
領
せ
る
場
合

は
十
ヶ
年

の
奴

に
、拾
得
者
ε

共
に
横
領
せ
る
者
は
薪
拾
疋
な
る
財
産
刑
に
虚
す
る
原
則
行
は
れ
江
b
し
こ
と

を
推
測
し
得
る
。
本
原
則
は

「
公
事
方
御
定
書
」
に

て
は
、
そ
の
下
雀
第
六
十
條

『
拾
ひ
も
の
取
計
之
事
』・

の
第
三
項

『
拾
ひ
物
い
九
し
不
訴
出
儀
顯

二
治
む
て
ハ

渦
料
』
な
る
規
定
に
樹
比
す
べ
き
で
あ
る
が
、
両
者

相
異

る
原
則
江
り
し
こ
と

云
ふ
を
侯
忙
ぬ
。
.

奇

異

説

流

布

の

罪

、延
享

'五
年

、「徳
川
禁
令
考
」
後
聚
.

7第
四
帳
四
六
四
頁

第
七
判
決
例

(「科
人
帳
」
十
四
所
牧
)



二
月
吾

)
」
佐
野
雑

乗
組
三
十
郎
」
右
は
町
方
二
騨

陰

蟹

奪

ハ露

綿

啓

候
與
相
聞
候
向
後
右
墜

儀
被
差
留
候
若
不
相
用
右
躰
之
儀
申
燭
し
所
疇
筆
仕
候

ハ
」
御
國
入
來
可
被
差
留
候
段
中
渡
候
事

此
判
決
は
、

「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
五
十
三
條

『
新
規
神
事
佛
事
並
奇
怪
異
説
御
仕
置
之
事
』

の
第
二

項
の

『
奇
怪
異
説
申
燭
し
人
集
致
候
に
お
ゐ
て

ハ
人
集
い
た
し
候
宿

江
戸
佛

獲
起
い
た
し
申
鰯
候
頭
取
右
同
噺
同
世
話
い
た
し
候
も
の
所

梯
』
な
る
原
則
に
、
少
く
ざ
も
相
似
忙
る
法
規
が
、
対
馬

に
も
行
は
れ
江
こ
と
を
示
す
も
の
か
。

密

通

の

罪

第
八
判
決
例

(「科
人
帳
」十
三
下
所
牧
)

子

)
十
月
朔
日
」
年
三
+

=
佐
須
奈
村
肝
入
四
郎
右
衛
門
籔

左
衛
門
後
家
・
つ
」
右
ハ
大
浦
組
二

蕩

門
季

傳
声

衛
門
佐
須
奈
村
ね
罷
下
居
候
虚
後
家
之
身
分
二
而
致
密
通
重
≧
不
届
者

二
付
仁
位
郷
山
廻
役
筑
城
七
郎
右
衛
門
澹
永
代
脾
被

.
成
下
候
事

・

「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
四
十
八
條

『
密
通
御
仕
置
之
事
』

の
僚
に
は
姦
淫
罪
に
關
す
る
詳
細
な
る
規
定

存
す
る

)
が
、
右
判
例
覧

え
が
如
轟

刑
制
暴

田
ら
な
い
.
恐
ら
垂

馬
姦
淫
刑
法
は
御
定
書
の
原
響

異

な

つ
九

も

の

で
あ

ら

う
。

寛

保

'四
年

寛
延

三
年

、第
四
十
九
條
、第

五
十
條
、

'第
五
十

一
條
等
に
も
あ
る

、
「徳

川
禁
令
考
辱
後
一

聚

第
三
蕨
八

一
頁

、「徳

川
禁
令
考
」
後
聚
.

第

三
秩

一
九
〇
頁

対
馬

藩
刑
事
判
決
例
五
十
題

七
髭



法

　

、政

,

碍

曹,

究
亀.

第

十
巻

第

一
號

七

鴎
、

『
狼

■
籍
」

の

罪

第
九
判
決
例

(
「罰
責
類
聚
」
二
下
所
牧
)

明
和
七
庚
寅
十
月
二
日
」
樋
口

勘
五
家
來
松
之
助
」
右

ハ
嫌
酪
か
節
葎
硲
恥
拠
居
候
を
見
當
召
捕

へ
入
牢
申
付
置
候
蒼
投
候

者

ハ
大
橋

へ

一
日
さ
ら
し
候
御
法

二
候
得
共
全
ク
投
候
と
も
不
相
聞
候

二
付
加
用
捨
善
冤

右
判
決
に
依
つ
て
、
対
馬

で
は
婚
禮
石
打

一
日
さ
ら
し
の
原
則
で
あ
つ
忙
こ
と

を
知
る
。

「
公
事
方
御
定
書

」
下
巻
第
七
十
五
條

『
婚
禮
之
節
石
を
打
候
者
御
仕
置
之
事
』

)
の
條
は
同
じ
罪
様
に
關
す
る
規
定
な
る
も
、
そ

の
内
容
は
対
馬

の
そ

れ
ε
全
く
異
る
。

第
十
判
決
例

(
「科
人
帳
」
十
三
中
所
牧
)

丑
(

)
六
月
廿
八
日

内
山
政
右
衛
門
下
男
杯
右
衛
門
」
薯

氏
江
主
水
家
來
忠
右
衛
門
所
へ
馨

二
而
参
・
纂

赫

其
上
燃
さ
し
を
家
内

二
振
廻
リ
放
将
之
仕
形

二
付
久
原
鹿
見
爾
村
下
知
役
阿
比
留
四
郎
左
衛
門

へ
七
ヶ
年
切
奴
被
成
下
候
事

第
十

閣
判
決
例

(
「罰
責
類
聚
」
三
所
牧
)

・

安
永
四
乙
未
十
二
月
廿
四
日
」
久
田
村
百
姓
三
平
」
右
は
去
ル
十
四
日
馬
を
率
府
内
ー2
登
宮
谷
町

へ
居
候
輻
原
屋
権
右
衛
門

伜
輻
松
與
申
者
米
を
春
居
候
脇

一一而
馬
は
ね
合
候
付
早
ク
率
通
候
様
幅
松
申
入
候
庭
無
躰

二
輻
松
を
突
廻
し
甚
狼
藉

を
働
剰

令
醇
忘
募

二
付
仁
位
郷
佐
保
村
下
知
役
長
郷
重
左
衛
門

へ
五
ケ
年
切
奴

二
被
成
下

延
享

二
年

、「徳
川
禁
令
考
」
後
聚

「第

四
鉄
四
三
頁



以
上
二
判
決
は
酒
狂
狼
藉
犯
虚
断
で
あ
る
。

第
十
二
判
決
例

(
「科
人
帳
」
十
四
所
牧
)

午

)
九
月
廿

一
日
」保
田
喜
左
衛
門
下
男
源
兵
衛
L
右
は
幾
度
嘉
吉
下
男
三
平
娘
せ
ん
ご
申
者
去
≧
年
當
時
雇
置
候
塵
源

兵
衛
身
持
業
作
不
宜
三
平
方
ぬ
引
取
岩
崎
喜
左
衛
門
方
へ
頼
込
奉
公
爲
仕
置
候
處
先
頃
喜
左
衛
門
方
へ
夜
中
致
塀
越
奉
公
之

妨

二
相
成
候
付
暇
出
平
間
儀
右
衛
門
方
ぬ
奉
公
二
遣
置
候
盧
先
日
途
中
に
て
行
逢
せ
ん
を
曾
浄
郷
養
伽
夢
番
帥
破
纂

か
仕

形
及
案
内
候
付
途
詮
議
候
庭
相
違
無
之
當
春
不
届
之
儀
有
之
御
呵
被
成
重
科
之
者
二
候
得
共
以
御
宥
恕
伊
奈
郷
琴
村
下
知
役
レ

財
部
金
十
郎
陀
十
ヶ
年
切
之
奴
被
成
下
候
事

第
十
三
判
決
例

(
「罰
責
聚
類
」
三
所
牧
)

酉

〉
七
旦

亘

吉
田
治
部
左
衛
門
下
畢

助
」
右
は
去
角

吾

之
葦

小
使
小
蓋

ハ申
蓋

ハ倉

論
幼
雀

譲

敷
打
郷
い
九
し
候
付
ロ
問
申
付
主
人
預
中
付
置
不
届
者

二
付
爲
懲
與
良
郷
奉
役
俵
森
之
助
ね

一
ケ
年
切
拝
領
被
仰
付

'

以
上
は
欧
打
穀
棄
損
壌
犯
の
判
決
で
あ
る

)。

「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
に
は
更
に
、
第
七
十
六
條

『
あ
ば
れ
も
の
御
仕
置
之
事
』

)
、
第

七
十
七
條

『
酒
狂
人

御
仕
置
之
事
』

)
等
に
狼
藉

に
關
す
る
詳
細
な
る
規
定
存
す
る
が
、
右
判
決
例
を
通
し
て
見
る
に
、
対
馬

藩
と
そ
の
内
容
異

る
も
の
少
く
な
が
つ
九
ら
し
い
。

第
十
四
判
決
例

(「罰
責
類
聚
」
三
所
牧
)

、寳

延

'三
年

、安

永

'六
年

同
上
六

九
頁

、吹

掲

叉

然

り

-「徳
川
禁
令
考
」
後
聚

第

四
秩
四
九
頁

謝
馬
藩
刑
事
判
決

例

五
十
題

七
丑
{



同
月

廿
九
口
」
科

竃
百
文
」
御
草
り
取
改
藤
四
郎
」
右
は
去
ル
廿
三
日
夜
其
身
留
守
へ
田
淵
町
改
只
松
屋
只
之

介
弟
八
五
郎
與
中
者
参
h
居
候
處
令
喧
嘩
其
上
市
中
追
掛
へ
五
郎
を
令
打
擁
不
埼
者
二
付
右
之
通
科
料
中
付
差
免

科
鈍
三
百
文
」
田
淵
町
改
只
松
屋
只
之
介
弟
八
五
郎
」
右
同
断
二
付
右
之
通
科
料
申
付
差
冤

此
判
決
に
て
、
対
馬
に
て
は
、
喧
嘩
科
鈍
の
原
則
九
う
し
こ
と
を
知
り
得
る
。

放

火

出

火

の

罪

第
十
五
判
決
例

(
「科
人
帳
」
十
三
中
所
牧
)

丑

七
月
ゴ
日
」
平
山
榮
久
下
男
新
兵
衛
」
右
者
當
二
月
御
厩
勤
番
之
御
徒
目
付
土
井
讃
五
左
衛
門
宮
谷
町
罷
通
候
虜

柴
田
吉
右
衛
門
借
家
近
所
路
中
二
差
火
道
具
有
之
段
玄
途
吟
味
候
虎
右
新
兵
衛
仕
業
二
而
茂
可
有
之
與
之
手
掛
リ
出
來
糺
問

之
上
其
身
所
爲
二
而
割
杢
鷺
熔
火
縄
集
求
候
先
≧
迄
令
白
歌
其
店
之
者
尋
間
仕
候
へ
共
費
渡
不
申
由
然
は
詮
議
之
手
強
キ
所

汐
無
鑑
科
を
引
請
た
る
哉
と
相
聞
詮
議
之
不
詰
者
を

二
被
行
候
段
も
如
何
数
牢
下
シ
ニ
被
仰
付
喉
事
」
同
年
十
且
八
日

上
方
追
登
被
仰
付

本
判
決
に
依
つ
て
知
る
対
馬
の
放
火
犯
火
罪
の
原
則
は
、
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
七
十
條

『
火
附
御
仕
置
之
事
』

の
條
の

『
火
を
附
候
も
の
火
罪
』
と
全
く
同

一
原
則
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
尚
ほ
次
の
判
決
に
依
つ
て
、
対
馬
に
於
け
る
放

火
嫌
疑
者
塵
遇
の
實
際
を
知
る
で
あ
ら
う
。

三
峡
六

一
五
頁

安
永
六

年
七
月

延
享

二
年

「徳

川
禁
令

考
」
後
聚
第



第
十
六
判
決
例

(
「竈
立
並
奴
婢
號
御
免
」下
所
牧
)

同
十
二
月
廿
七
日
」
佐
護
郷
奉
役
佐
護
長
右
衛
門
拝
領
下
男
叉
兵
衛
」右

ハ
元
來
町
人
平
川
屋
徳
兵
衛
上
方
抱
之
下
男
二
候
虜

去
丁
酉
年
市
中

二
而
火
道
具
を
取
扱
誘
数
品

二
付
三
ケ
年
奴

二
被
成
下
置
候
處
年
限
相
満
返
上
之
義
願
禺
返
上
被
仰
付
元
主

陀
被
返
下

第
十
七
判
決
例

(「科
人
帳
」
十
三
中
所
牧
)

子
(

十
二
月
十
九
日
」
同
廿
三
日
禁
足
御
冤
」
川
邊
淵
右
衛
門
家
來
品
右
衛
門
」
右

ハ
四
郎
兵
衛
」
右
ハ
國
府
左
平
借

屋

へ
致
相
宿
居
昨
甕
峠
出
留
守
二
致
素
燃
近
所
汐
欠
付
取
消
途
吟
味
候
虚
園
櫨
裏
之
火
生
ヶ
置
燃
し
さ
り
蔵
簾

二
火
移
壁
屋

禰
燃
上
り
候
夏
與
存
候
旨
申
出
火
之
本
不
入
念
風
烈
敷
時
分
不
届
者
共
昌
付
禁
足
申
付
候
事

此
出
火
者
禁
足
の
原
則
は
、
「
公
事
方
御
定
萱

下
春
第
六
十
九
條

『
出
火
に
付
而
之
誉
之
藷

(

)
の
條
の
出
火

者
押
込
制
ε
殆
ん
ざ
同
様
の
内
容
で
あ
つ
た
。

殺

傷

の

罪

第
十
八
判
決
例

(
「科
人
帳
」十
三
中
所
牧
)

寅

)
十
月
十
二
日
」
佐
護
郷
湊
村
百
牲
藤
吉
伜
吉
之
助
」
右
ハ
去
比
母
を
致
殺
害
極
罪
之
者
二
付
入
牢
被
仰
付
置
候
虚

昨
夕
令
病
死
候
此
者
日
來
不
平
氣
♂
之
仕
業
ε
ハ
相
聞
候
得
共
親
を
殺
シ
依
爲
重
科
斬
罪
場
二
而
死
骸
之
首
を
刎
獄
門
二
被

驚

藩
謬
判
決
例
華

思

七
七

寛
保

四
年

莚

享

▼三
年

「徳
川
禁
令
考
」
後
聚

第

三
帳
五
八
八
頁



法

政

研

究

第
十
雀

第
}
肇

七
八

行
候第

十
九
判
決
例

(「科
人
帳
」
十
三
中
所
牧
)

卯
(
延
享
四
年
)
十
二
月
廿

百

」
阿
比
留
太
郎
八
下
男
砦

衛
門
」
右

ハ
田
舎
葎

伊
奈
響

原
村
血
判
與

一
左
衛
門
召

三
十

日
往
來

二
而
罷
下
與

一
左
衛
門
女
房
を
勾
引
七
月
廿
日
於
山
中
右
女
を
致
殺
害
立
去
豊
崎
郷
舟
志
村

二
而
召
捕
差
登
候
付
途

詮
議
候
處
相
違
無
之
段
令
白
歌
重
科
之
者

二
付
斬
罪
臭
首
被
仰
付
候

以
上
二
判
決
を
通
し
て
推
測
す
る
に
、『
公
事
方
御
定
書
』
上
の
殺
人
刑
法

(第
七
十

一
條

『
人
殺
並
疵
附
等
御
仕
置
之
事
』
、
第

七
十
八
條

『
鑑
氣

二
而
人
殺
之
事
』
等
)

)
と
、
対
馬

の
そ
れ
と
は
大
盟
両
様
と
考

へ
ら
れ
る
。

然
る
に
傷
害
罪
に
就
い
て
は
趣
を
異
に
し
、
次
揚
の
判
例
に
見
え
る
通
り
、
対
馬
に
て
は
傷
害
犯
を
奴

に
慮

す
る
制
度
で
あ
つ
て
、

御
定
書
の
そ
れ

(
下
霧
前
掲
第
七
十

一
條
、第
七
十
四
條
『
怪
我
に
て
相
果
候
相
手
御
仕
置
之
事
』
等
)

ε
大
い
に
異
る
の
で
あ
る
。

第
二
十
判
決
例

(
「竈
立
並
奴
婢
號
御
免
」下
所
牧
)

寅
四
月
十
七
日
」
豊
崎
郷
舟
志
村
下
知
役
武
本
繁
左
衛
門
拝
領
下
男
俘
左
衛
門
」
右

ハ
人

二
疵
付
候
依
科
右
繁
左
衛
門
亡
盆

九
左
衛
門

へ
拾
ケ
年
切
奴

二
被
成
候
庭
年
季
相
滞
返
上
之
義
願
出
被
仰
付
元
主
河
内
染
右
衛
門

へ
被

返
下

第
二
十

一
判
決
例

(
「嚴
原
藩
人
被
下
帳
」所
牧
)

卯
(延
享
四
年
)
二
月
十
三
旦

氏
江
主
人
黍

平
太
郎
」
交

嶋
碓
八
奮

門
家
來
彌
七
二痴
算

拠
婁

久
夫

牢
被
仰
釜

、「
徳
川
禁
令
考
」
後
聚
第
三
峡
六

'五
五
頁
、
同
上
第
四
峡
八
七
頁

.「
徳
川
禁
令
考
」
後
聚
第

三
恢
六

「五
五
頁
、
同
上
第
四
秩

一
五
頁



候
得
共
重
キ
御
吉
事
御
法
事
夢
二
付
御
宥
恕
伊
奈
郷
奉
行
役
阿
比
留
四
郎
左
衛
門
へ
永
代
奴
、二
被
成
下
候
事

第
=
十
二
判
決
例

(「罰
責
類
聚
」
二
下
所
牧
)

寳
暦
九
卯
年
十
二
月
十
七
日
」
御
籏
源
兵
衛
」
同
御
雇
貞
兵
衛
」
右
ハ
爾
人
之
者
去
年
九
月
廿
六
日
於
大
橋
憺
居
候
杉
丸
太

を
卸
し
掛
ケ
其
近
所
二
遊
居
候
下
代
與
八
弟
長
五
郎
と
申
者

へ
中
り
間
も
な
く
傷
死
い
九
し
候
械
之
爾
人
入
牢
申
付
置
候
御

吟
味
ミ
上
重
キ
被
封
御
法
事

二
助
命
被
仰
付
國
分
寺
奴

二
被
成
下
候
間
自
分
汐
田
舎
へ
差
下
配
下
之
寺
へ
召
置

一
生
上
府
不

爲
致
候
様
申
渡
候
事

尚
ほ

第
二
十
二
判
決
例
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
過
失
傷
害
致
死
犯
の
裁
判
例
で
あ
る
。

徒
党

強

訴

の

罪

第
二
十
三
判
決
例

(
「科
人
帳
」十
三
下
所
牧
)

・卯
(

)
三
月
十

一
日
」
小
倉
村
百
姓
傳
七
(外
三
名
)宮
浦
東
村
百
姓
半
六

(外
四
名
)
永
野
村
百
姓
久
兵
衛

(
外

一
名
)」

右
者
先
般
徒
党
之
儀
を
以
不
将
之
訴
訟
ヲ
企
小
倉
村
小
百
姓
九
兵
衛
二
與
シ
伊
勢
山
二
寄
立
合
相
談
不
届
者
二
付
村
替
申
付

候
事

卯
同
日
」
戸
〆
三
十
日
科
銀
萱
枚
」
小
倉
村
組
頭
叉
四
郎
」
右
同
断

二
付
訴
歌
懐
中
い
江
し
共
場
へ
罷
越
御
屋
敷
汐
役
人
罷

出
候
節
差
出
候
様
二
と
同
村
治
助
陀
申
含
慎

一
村
之
組
頭
を
茂
相
勤
候
へ
}ハ
百
姓
共
異
様
之
企
い
江
し
候
様
子
承
候
ハ
・
急

羅
対
馬

藩
刑
事
判
決
例
五
十
題

、七
九



6

`

度
中
留
共
上
二
も
不
用
諌
候

ハ
・
可
訴
出
候
處
無
其
儀
剰
令
同
意
穿
不
届
者

二
付
右
之
通
被
仰
付
候
事

卯
同
日
」
黎

馨

梗
」
上
響

舌

篭

」
右
同
断
審

窯
響

雰

暴

ぜ
不
届
二
付
科
銀
申
付
候
事
(下略
)

卯
四
月
廿
四
日
」
(
中略
)
基
難
郡
上
郷
小
倉
村
小
百
姓
三
十
歳
治
助
」
四
十
八
歳
九
兵
衛
」
右

ハ
去
ル
丑
年
十
二
月
上
郷
百
姓

中
不
将
之
訴
訟
を
企
徒
党
を
催
し
赤
坂
與
今
町
之
問
二
大
勢
屯
し
妨
往
還
御
領
申
を
騒
が
せ
候

一
件
診
付
頭
主
候
者
3
勧
を

請
村
内
隣
村
迄
悪
事
を
中
組
不
届
者

二
付
御
國
ね
被
召
呼
入
牢
被
仰
付
置
候
屹
度
被
仰
付
様
之
品
も
有
之
候
得
共
以
御
宥
恕

右
之
通
永
代
奴
三
被
成
下
候
事

徒
党

強
訴
犯
に
關
す
る
対
馬
藩
の
原
則
は
、

「公
事
方
御
定
書
」
下
巻
二
十
八
條

『
地
頭
佐
対
し
強
訴
共
上
致
徒
党
逃
散
之
百
姓

御
仕
置
之
事
』

)
の
條
の
法
規
に
相
似
九
る
と
こ
ろ
も
あ
れ
ざ
、
奴
刑
採
用
の
事
實
か
ら

一
般
的
に
は
相
異
れ
る

も
の
ご
考

へ
ら
れ
る
。

偽
造

の

罪

第
二
十
四
判
決
例

(
「竈
立
並
奴
婢
號
御
免
」下
所
牧
)

酉
(

)
七
月
廿
八
旦

伊
奈
郷
瀬
田
村
百
姓
善
九
郎
拝
領
下
男
和
太
平
」
右
ハ
先
養

蓼

覆

爲
紮

婁

↓褄

零

置
候
虚
病
身

二
相
成
返
上
願
出
成
相
寺
依
望
永
代
奴

二
被
下

此
藥
物
儒
造
犯
永
代
奴
の
判
決
を
通
し
て
考
ふ
る
に
、

「
公
事
方
御
定
書
」
の
偽
造
犯
に
關
す
る
原
則

(
そ
の
下
巻
第
六
十
六
條

法
「

政

研
.

究

第

十
巻

第

一
號

八
〇

明
瀦

二
年

、「
徳
川
禁
令
考
」
後

聚

'第

二
秩

一
四
九
頁



考
」
後
聚
第
三

峡
四
八
五
頁

『
毒
藥
井
似
せ
藥
種
萱
御
仕
置
之
事
』
、第
六
十
七
條
『
似
せ
金
銀
持
候
も
の
御
仕
置
之
事
』、
第
六
十
八
條
『似
せ
秤
似
せ
桝
似
せ
朱
墨

穫

も
総

仕
置
之
事
』
)
(

と
、
舞

の
そ
れ
ざ
は
、
そ
の
内
容
を
異

に
し
砦

の
ら
し
い
.

萎

事
方
御
定
書
」
上
・
謀
書
謀
判
に
就
い
て
は
・
そ
の
蓉

第
六
十
二
條
・『
馨

謀
判
い
九
し
候
も
の
御
仕
婁

琶

(

.

)
に
特
別
な
る
規
定
が
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
対
馬

の
此
方
面
の
原
則
と
叉
異
る
。
即
ち
対
馬

で
は

第
二
十
五
判
決
例

(「罰
責
類
聚
」
三
所
牧
)

安
永
二
癸
巳
年
九
月
廿
九
日
」
山
路
幸
右
衛
門
枠
幸
介
し
右
は
謀
書
謀
判
族

二
付
御
慈
悲
を
以
助
命
被
仰

付
伊
奈
郷
飼
所
村

へ

流
罪
被
仰
付

詐
偽

恐

喝

の

罪

第
二
十
六
判
決
例

(「嚴
原
藩
人
被
下
帳
」所
牧
)

午
(

)
八
月
芙

日
」
川
謡

右
衛
門
名
子
柴
田
吉
左
需

」
右
繕

本
坊
毒

葵

郷
ね
蚕

尋

札
配
嚢

古
キ
帳

面
を
持
梅
本
坊
名
代
と
申
掛
施
物
請
取
候
段
相
顯
不
届

二
付
三
根
郷
三
根
村
下
知
役
宮
川
幸
右
衛
門
佐

永
代
奴
被
成
下
候
事

之
は
詐
彌
犯
の
虚
断
例
で
あ
ら
う
。
次
な
る
は
強
喝
取
財
犯
の
裁
断
で
あ
る
。

第
二
十
七
判
決
例

(「科
人
帳
」
十
四
所
牧
)

巳

)
十
二
月
廿
吾

」
嘉

霧

ニ

ハ
十
人
紙
屋
朝
野
惣
助
」
右
は
去
年
當
時
雇
輻
右
衛
盟

ハ申
者
市
中
紙
く
ず

調

対
馬

藩
刑
事
判
決
例
五
十
題

八
一

寛
延

三
年

寛

延

'三
年

「徳
川
禁
令
考
」
後
聚
第
三
峡
五
.

六
四
、
五

七

一
、
五

七
九
頁

「徳
川

禁
令



法

政

,
研

究

第
十
巻

第
一
號

八
二

節
重
七
與
申
者
同
前
紙
く
す
取
捌
候
節
武
田
市
右
衛
門
堵
宛
有
之
犬
参
費
上
切
付
之
書
付
見
出
市
右
衛
門
陀
か
か
か
掛
脅
鋤

三
百
五
十
目
貰
候
段
相
顯
候
御
法
度
背
候
儀
令
見
聞
早
速
申
出
候
者
ハ
同
類
た
b
と
も
共
科
免
し
御
褒
美
可
被
成
下
と
の
大

法
象
而
中
渡
茂
有
之
儀
候
處
其
儀
無
之
剰
銀
子
ね
九
り
取
候
仕
形
重
≧
不
届
者

二,候
得
共
御
宥
恕
を
以
六
十
囚
格
被
召
放
右

之
通
科
料
被
仰
付
候
事

巳
十
二
月
廿
五
日
」
柚
谷
源
左
衛
門
下
男
輻
右
衛
門
」
右
は
去
年
紙
屋
惣
助
方
ね
當
時
雇

二
参
リ
居
惣
助
汐
武
田
市
右
衛
門

方
へ
ね
九
り
銀
之
使
い
牝
し
惣
助
よ
b
古
銀
百
匁
貰
候
段
相
顯
不
届
者
二
付
幾
度
治
左
衛
門
陀
五
ヶ
年
切
奴
二,被
成
下
候

巳
十
二
月
廿
五
日
」
古
銀
式
枚
」
大
浦
平
四
郎
家
來
重
七
」
右
は
紙
屋
惣
助
相
談
之
上
右
萱
上
書
爲
爲
持
遣
惣
助
ね
九
り
取

候
銀
子
之
内
古
銀
五
拾
匁
貰
外
二
試
拾
匁
市
右
衛
門
汐
貰
候
段
相
顯
不
届
者
候
得
共
以
御
宥
恕
科
料
被
仰
付
本
主
陀
被
返
下

候
事

巳
十
二
月
廿
五
日
」
古
銀
三
枚
」
町
六
十
人
神
宮
半
五
郎
」
右
は
市
右
衛
門
方
詮
紙
屋
重
七
汐
ね
九
b
掛
銀
子
貰
候
次
第
を
存

案
内
書
を
認
市
右
衛
門
弛
持
参
お
で
し
候
而
古
銀
百
四
拾
三
匁
取
候
段
相
顯
不
届
者
候
得
共
御
宥
冤
を
以
六
十
人
格
被
召
放

科
料
被
仰
付
候
事

巳
十
二
月
廿
五
日
」
大
工
伊
平
次
弟
傳
治
」
右
は
市
右
衛
門
汐
惣
助
貰
候
銀
子
配
分
之
儀
二
付
紙
屋
重
七
提
灯
屋
源
太
致
ロ
.

論
候
を
承
居
右
爾
人
之
者
叉
≧
市
右
衛
門
方
弛
ね
卑
り
二
参
候
節
跡
∂
罷
越
な
江
め
差
返
置
翌
日
市
右
衛
門
ね
参
銀
子
差
出

,

候
ハ
曳
不
事
立
様
可
取
計
由
中
掛
古
銀
三
拾
目
取
候
段
相
顯
候
右
之
仕
形
重
主
不
届
者
候
得
共
以
御
宥
恕
仁
位
纏
千
尋
藻
村



肝
煎
格
兵
衛
弛
永
代
奴
被
成
下
候
事

考
」
後
聚
第

三

鉄
五
〇

六
頁

`

ρ

「
公
事
方
御
定
書
」
に
て
は
、
そ
の
下
巻
第
六
十
四
條

『
巧
事
か
江
b
事
重
キ
ね
江
り
事

い
九
し
候
も
の
御

仕
置
之
事
』

(

)
の
條
に
詐
偽
、
恐
喝
に
關
す
る
條
規
見
ゆ
る
が
、
右
の
判
例
よ
め
推
知
せ
略
れ
る
対
馬
藩
法
ε
は
、
そ
の
内
容
を
異

に

せ
る
も
の
で
あ
つ
た

。
強

盗

及
膨
び

窃

盗

の

罪

・強
窃
盗
の
罪
に
關
し
て
は
、

「
公
事
方
御
定
書
」
に
て
も
、
詳
細

に
規
定
さ
れ
て
居
る
が
、
今
手
元
の
対
馬

判
決
例
中
に
て
も
最

も
そ
の
数
が
多

い
。
租

々
繁
多
乍
ら
以
下
十
判
決
例
を
掲
出
し
て
、
対
馬

盗
犯
刑
法
を
窺
つ
て
見
よ
う
。

第
=
十
八
判
決
例

(「科
人
帳
」十
三
中
所
牧
U

加

)響

(

高
崎
簸

下
男
長
吉
事
作
平
」
右
ハ
八
月
昔

之
籍

添
格
兵
衛
所
へ
敷

奮

丘ハ宴

肇

霧

荷
物
盗
取
剰
火
を
付
立
去
上
ミ
山
二
隠
居
候
を
召
捕
途
詮
議
候
虚
相
違
無
之
段
令
白
歌
重
科
之
者
二
付
市
中
引
廻
礫
罪
被
仰

篠

」
(下略
)

第
二
十
九
判
決
例

(
「科
人
帳
」
十
三
上
所
牧
)

子

)
八
月
九
旦

井
上
與
吉
下
男
案

」
薯

先
月
六
呈

夜
町
人
山
里

、右
衛
門
所
へ
忍
入
木
鷲

布
叢

螢

相

顯
盗
物
口
≧
二
而
相
彿
叉
ハ
質
物
昌、入
代
銀
を
以
買
掛
等
相
佛
其
蝕
毎
度
寄
合
酒
肴
調
給
遣
捨
候
段
令
白
妖
重
科
之
者
候
へ

対
馬

藩
刑
事
判
決
例
五
十
題

八
三

、延

享

'四
年

、延
享

、元

年

十

二
月

.

廿

一
月

「徳

川
禁
令



法

政

建

究

第
十
巻

第

一
號

八
呼

共
御
宥
恕
を
以
與
良
纏
鴨
居
瀬
村
下
知
役
小
田
與
兵
衛

へ
永
代
奴
被
成
下

第
三
十
判
決
例

(
「科
人
帳
」
十
三
上
所
牧
)

丑

)
山ハ
月
共

旦

薯

同
村
給
人
古
藤
権
右
衛
門
盈
審

郵

繋

佐
須
奈
村
百
議

居
孫
右
衛
門
板
小
髪

聖

入
衣
類
穀
物
品
≧
盗
出
候
依
科
與
良
郷
奉
役
早
田
佐
五
右
衛
門

へ
永
代
奴
被
成
下
候
事

第
三
十

一
判
決
例

(
「
奴
婢被
成
下
並
返
上
」
四
所
牧
)

正
月

)
廿
九
日
」
伊
奈
郷
鹿
見
村
給
人
豊
田
忠
吉
下
男
庄
八
」
右

ハ
奮
騰
主
人
方
汐
使
二
遣
し
候
盧
佐
須
奈
村

へ
罷
越

給
人
佐
護
伊
與
之
介
板
藏
え
忍
入
鮨
綿
入
登
つ
餅
米
令
盗
取
候
段
相
顯
縄
下
し
て
差
登
候
付
途
会
議
候
虜
相
違
無
之
二
付
入

牢
中
付
置
候
再
犯
之
者
二
付
屹
度
可
被
仰
付
候
得
共
此
度
迄
ハ
御
宥
恕
を
以
與
良
郷
濃
部
村
肝
入
小
左
衛
門

へ
永
代
奴
被
成

予
慎第

三
十
二
判
決
例

(
「科
人
帳
」十
三
上
所
牧
)

辰
(

四
月
七
日
」
佐
須
奈
村
給
人
佐
護
伊
與
之
介
下
男
庄
八
」
右
は
於
居
村
主
人
穀
物
少
≧
盗
取
去
年
以
來
百
姓
佐
次

兵
衛
板
小
屋

へ
四
度
合
鎗
を
以
忍
入
穀
物
銭
等
少
≧
盗
取
候
依
科
鹿
見
村
給
人
豊
田
忠
吉
へ
永
代
奴
被
成
下
候
事

第
三
十
三
判
決
例

(
「科
人
帳
」
十
四
所
牧
)

巳
(

四
月
十
三
日
」
伊
奈
郷
飼
所
村
百
姓
善
兵
衛
」
右
は
伊
奈
郷
樫
瀧
村
二
有
之
郷
藏
を
馨
粗
盗
取
候
段
相
顯
候
二
付

度
玄
途
会
議
得
候
共
曾
而
不
存
旨
相
儒
候
付
於
居
村
女
房
途
吟
味
候
慮
盗
候
義
共
紛
無
之
同
類
迄
申
出
候
付
猫
叉
途
会
議
候

、延

京

ダ
ニ
年寛

延
三
年

延
享
、

五
年

寛
延

二
年



虚
給
人
中
村
吉
右
衛
門
次
男
清
太
與
申
者
陀
致
相
談
令
同
意
候
付
纏
藏
を
錘
一一
而
墾
爾
度
二
粗
四
石
絵
盗
取
候
段
令
白
歌
重

科
之
者

二
付
於
貯
檸
丑
酔
か
か
い
豆
酸
郷
瀬
村
肝
入
喜
右
衛
門
ぬ
か
掛
娩
鞭
脚
や
慎

已
四
月
十
三
日
」
同
村
給
人
中
村
吉
右
衛
門
次
男
清
太
」
右
同
噺
善
兵
衛
3
途
相
談
候
廣
令
同
意
粗
四
石
絵
盗
取
候
段
令
白

歌
軍
科
之
者
候
得
共
以
御
宥
恕
於
居
村
三
日
さ
ら
し
佐
須
郷
今
里
村
血
判
藤
藏
弛
永
代
奴
被
成
下

巳
四
月
十
三
日
」
清
太
女
房
」
伜
叉
市
」
娘
ε
・ら
」
右
依
曳
科
鈴
木
市
之
進
ね
永
代
奴
婢
被
成
下

巳
四
月
十
三
日
」
善
兵
衛
女
房
」
伜
八
太
郎
」
右
依
曳
科
多
田
平
左
衛
門
ぬ
永
代
奴
婢
被
成
下

第
三
十
四
判
決
例

(
「科
人
帳
」十
四
所
牧
)

巳
(

)
二
月
六
日
」
飯
田
自
庵
家
頼
六
之
助
」
右
は
弛

か
素

象

鹸
螢

纂

磐

喜
兵
衛
長

彿
候
段
申
出
不
届

者

二
付
與
良
纏
大
船
越
村
肝
入
吉
左
衛
門
弛
五
ヶ
年
切
奴

二
被
成
候
事

第
三
十
五
判
決
例

(「
奴
婢被
成
下
並
返
上
」
四
所
牧
)

三
月
十
五
日

)
」
地
棘
経
蹟
行
圓
娘
る
い
」
右
者
去
年
下
モ
男
儀
九
衛
門
女
房
二
相
成
居
候
虚
蓮
よ
兜
か
鍮
脚
蜘
勧
盈

慰

葬

謬

穿

審

罫

い
殊
夫
之
品
を
盗
取
候
段
重
科
薯

二
付
菓

嚢

右
衛
門
^
t

年
婦
養

掌

第
三
十
六
判
決
例

(
「科
人
帳
」十
三
上
所
牧
)

辰

十
月
四
日
」
御
弓
和
助
弟
利
兵
衛
」
右
者
ル
幡
齢
散
鐙
盈
恥
金
物
争
躯
い
恥
不
届
者
二
付
林
彌
右
衛
門
ね
望
拝
領

二
永
代
奴

二
被
成
下
候
事

寛
延

三
年

、寛

延

'元
年

、寛

延

'四
年

対
馬

藩
刑
事
判
決
例
五
十
題

・
八
五



法

政

研

究

第
十
巻

第

一
號

.
八
穴

第
三
十
七
判
決
例

(「科
人
帳
」
十
三
上
所
牧
)

子

)
二
月
十
四
日
」
科
鏡
三
百
文
」
小
川
左
軍
下
男
判
六
」
右
者
去
十
二
月
し
る
弍
ミ
御
立
山

二
馬
を
引
入
生
木
伐
取

不
届
者

二
付
科
料
由
付
差
冤
候
事

、

「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
五
十
六
條

『
盗
人
御
仕
置
之
事
』
(

)
の
條
は
幕
府
盗
犯
珊
法

の
原
則
を
規
定
せ
る

も
の
な
る
が
、
就
中
強
嚢

人
引
廻
之
上
獄
門
な
る
原
則

)、
御
林
竹
木
穫

者

)
過
料
な
る
原
則
(

)
等
は
、
右
第
二

十
八
、
第
三
十
七
判
例
と
対
照

す
る
ご
き
、
対
馬

の
原
則
で
で
も
あ
つ
た
ε
考

へ
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
の
判
例

を
見
る
と
き
、

一
般

的
に
は
、
御
定
書

の
原
則
は
、
対
馬

法
と
異
な
れ
る
も
の
で
あ
つ
忙
ε
推
せ
ら
れ
よ
う
軌

臓

物

に

關

す

る

罪

第
三
十
八
判
決
例

(
「科
人
帳
」十
三
上
所
牧
)

辰

)
九
月
十
九
日
」
樋

口
叉
右
衛
門
家
來
古
手
屋
久
右
衛
門
」
右
は
波
多
権
之
允
枠
権
六
連

≧
盛

恥
便
酔
蜘
十
七
通
之

内
十
六
通

ハ
権
六
依
頼
質
入
之
使
い
忙
し
三
巻
は
久
右
衛
門
借
用
質
入
候
段
相
顯
候
付
入
牢
申
付
置
候
得
共
三
根
郷
奉
役
阿

比
留
治
左
衛
門

へ
永
代
奴
被
成
下
候
事

第
三
十
九
判
決
例

(
「科
人
帳
」十
三
上
所
牧
)

辰

)
九
月
十
九
日
轟

蓼

聖

」
質
屋
聾

善
右
衛
胆

右
は
暴

な

鍛

露

拠

禽

段
相
顯
途
吟
味
籐

寛

保

'四
年

、寛

延

'元
年

寛
延

元
年

、第

二

'項

「徳

川
禁
令
考
」
後
聚

第

三
帳

三
〇

回
頁

頭
取

以
外

第
十

五
項



中
分
不
将
二
付
隣
瞥
申
付
置
候
勿
論
質
物
御
法
之
旨
茂
有
之
候
得
共
怠
之
品
講
泌
い
怜
祢
加
肺
撫
右
之
通
称
粋
申
付
差
菟
候

事
第
四
十
判
決
例

(
「科
人
帳
」
十
三
上
所
牧
)

子

八
月
九
日
」
小
川
権
十
郎
名
子
改
文
右
衛
門
」
喬

断
(

)
酷
盆

陛

露

上
霧

総

費

事

不
届

者

二
付
伊
奈
郷
樫
村
水
入
源
助

へ
三
ケ
年
奴
被
成
下

対
馬

に
て
も
、
臓
物
質
入
売
却

は
犯
罪
で
あ
り
、
臓
物
質
取
の
質
渥
は
閉
店
虚
分
に
付
さ
れ
る
定
め
で
あ
つ
た
こ
と

を
知
る
。

「翁

方
御
定
董

暮

箋

十
六
條
の
『
盗
人
聯
仕
婁

藷

(概
)
の
條
の
第
二
+
二
乃
至
第
噌壬

ハ項
は
勝

に
關
す
窺

定
な
る
が
、
そ
の
刑
罰
対
馬

に
比
し
は
る
か
に
輕
か
つ
忙
。

博
奕

の

罪

第
四
十

一
判
決
例

(
「科
人
帳
」
十
二
下
所
牧
〉

三
月
廿
三
日
(

)
」
誌

尽

ツ
・
鳶

方
蟻

平
雷

源
七
黍

孫
助
辻
林
右
衛
門
黍

五
兵
衛
」
右
暑

手
忠
兵
衛

與
令
博
奕
候
段
相
顯
背
御
法
不
届
者

二
付
右
之
通
科
料
申
付
候
事

同
日
]
稗
鋤
2
配
受
」
嶋
居
編
太
郎
家
來
清
八
」
右
者
去
十
八
日
之
夜
番
手
忠
浜
衛
馬
方
嵯
峨
平
清
八
三
人
其
身
所
二
而
令

博
奕

候
付
科
料
中
付
候
事

、延
享

σ三
年

寛
保

三
年

盗
犯
持
参

の
盗
晶

対
馬

藩
刑
事
判
決
例
五
十
題

入
七



法

政

研

究

第
十
巻

第
一
號

八
八

同
日
」
同
武
百
文
」
番
手
澤
右
衛
門
女
房
L
右
者
去
十
九
日
次
右
衛
門
留
守
二
番
手
忠
兵
衛
平
田
源
七
家
來
孫
助
辻
林
右
衛
門

家
來
五
兵
衛
三
人
博
奕
之
宿
い
た
し
不
届
者
候
ぺ
共
女
之
義

二
も
候
故
加
用
捨
科
料
申
付
候
事

第
四
十
二
判
決
例

(
「科
人
帳
」十
四
所
牧
)

巳
(寛
延
二
年
)
九
月
昔

轟

樂

募

宛
」
水
夫
八
丘
ハ衛
」
才
兵
衛
」
右
は
更

之
者
共
金
八
所
二
而
肇

富

霧

段
相
顯

不
届
者

二
候
得
共
此
度
は
用
捨
を
以
右
之
通
科
鏡
申
付
差
冤
候
事

第
四
十
三
判
決
例

(「科
人
帳
」
十
三
上
所
牧
)

子
(
延
享
元
年
)
三
月
九
且

秣
鐘

ゴ
募

」

町
人
大
竹
利
三
右
衛
門
」
右
雲

比
町
人
共
家
來
相
集

メ
凄

迄
毒

突
爲
仕
候

段
相
顯
候
付
途
吟
味
候
虜
其
身

ハ
在
宿
不
仕
少
≧
手
遊
ざ
存
家
内
之
者
共
其
儘
差
置
其
身
罷
蹄
早
速
相
止
メ
さ
せ
候
ε
中
出

候
輕
重
不
限
博
奕
之
儀
者
象
而
被
仰
出
置
候
御
法
も
有
之
候
慮
御
法
を
背
爾
度
迄
宿
を
仕
候
段
重
主
不
届
候
屹
度
可
被
仰
付

候
へ
共
此
度
迄

ハ
御
宥
恕
を
以
被
差
冤
右
之
通
科
料
被
仰
付
候
事

第
四
十
四
判
決
例

(
「科
人
帳
」
十
三
上
所
牧
)

子
(轟

)
十
月
朔
旦

陶
山
釜
之
雫

男
五
郎
八
」
右
伊
奈
饗

瀧
村
川
役
川
本
惣
五
饗

裳

鯨

鍵

脚
要

」
子
同

日
」
朝
鮮
御
米
漕
船
水
夫
庄
兵
衛
」
右
伊
奈
郷
鹿
見
村
木
庭
役
阿
比
留
近
右
衛
門
ぬ
永
代
奴
被
成
下
之
」
右
之
者
共
去
月
十

ヒ
日
十
八
日
爾
夜
御
庭
源
兵
衛
所

二
而
令
博
奕
此
度

二
不
限
前
以
も
度
≧
令
博
奕
五
郎
八
ハ
四
度
庄
兵
衛
ハ
六
度
御
法
を
背

不
届
者

二
付
右
之
通
被
仰
付
ル



対
馬

藩

に
て
は
、
博
奕

者
及
び
博
奕

宿
は
、
原
則
と
し
て
科
料

に
虚
す
る
定
め
で
あ
つ
忙
こ
と
以
上
の
諸
例

に
て
分
明
す
る
。

尚
ほ

第
四
十

一
判
決
例
末
段
に
依
つ
て
、
対
馬

に
て
も
婦
女
特
別
虚
遇
の
原
則
あ
り
し
こ
と
推
測
出
來
る
で
あ
ら
う
。

撫
て

「
公
事
方
御
定
書
」
に
て
は
、
そ
の
下
巻
第
五
十
五
條

『
三
笠
附
博
奕

打
取
退
無
書
御
仕
置
之
事
』
(

)
の

條

に
賭
博
に
關
す
る
詳
則
が
見
え
る
が
、
條
中
博
奕

者
及
び
博
奕

宿
過
料

)
の
原
則
は
、
右
対
馬

の
原
則
と
殆
ん
ざ
同
様
で

あ
つ
忙
が
、
第
四
十
四
判
決
例
の
如
き
、
博
奕

累
犯
奴
刑
虚
分
の
原
則
は
全
く
御
定
書

の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
つ
た

。

第
四
十
五
判
決
例

(「科
人
帳
」
十
三
下
所
牧
)

子
(

八
月
三
日
科
銀
萱
枚
」
網
物
屋
請
負
札
岡
田
善
右
衛
門
」
右
者
西
座
甚
作
3
順
市
丸
水
夫
七
之
助

へ
言
傳
候
人
参

試
十
匁
令
蹄
國
候

ハ
・
善
右
衛
門

へ
相
渡
候
様
甚
作
申
聞
候
段
七
之
助
申
出
候
付
途
詮
議
候
虚
善
右
衛
門
乗
船
之
節
今
度
袋

物
試

ツ
七
之
助

へ
言
偉
候
間
船
中
氣
を
付
臭
候
様

二
と
路
頭

二
而
甚
作
中
聞
候
段
中
出
同
類
と

ハ
不
相
聞
候

へ
共
船
中

二
而

う

む

セ

カ

も

し

し

　

カ

カ

い

も

カ

し

リ

セ

　

リ

ロ

リ

ら

い

カ

リ

カ

カ

ら

い

　

も

セ

わ

も

も

セ

も

し

の

う

い

　

セ

カ

カ

の

カ

し

人
参
與
申
義
樋
二
存
候
程
之
事

二
候
へ
者
袋
物
與
申
候
刻
心
付
居
令
領
掌
候
段
不
届
之
至
殊
先
年
御
法
を
背
科
料
中
付
候
處

此
度
叉
≧
紛
敷
筋
二
立
交
候
段
畢
寛
掟
を
不
恐
義

二
候
故
屹
度
可
被
仰
付
候
得
共
此
節
迄
ハ
加
用
捨
右
の
通
科
料
申
付
朝
鮮

渡
差
留
候

子
八
月
三
日
」
科
代
薪
十
疋
」
佐
須
奈
村
百
姓
三
右
衛
門
〕
右
者
去
比
飛
船
二
罷
渡
候
節
和
館
水
夫
三
平
申
聞
候
ハ
人
参
少

≧
相
調
路
梗

二
可
差
渡
候
間
致
世
話
費
佛
之
上
御
冤
銀
相
調
差
渡
呉
候
様

二
と
相
頼
候
虚
令
領
掌
既
二
此
節
三
平
方
ず
平
治

戻
リ
便
二
言
傅
可
遣
與
仕
候
段
相
顯
不
届
者
二
候
得
共
宥
恕
を
以
右
之
通
科
代
申
付
朝
鮮
渡
差
留
候

延
享

元
年

、第
八
項
、

第

十
八
項

「徳

川
禁
令
考
」
後
聚

第
三
帳
一
二

九
頁

対
馬

藩

刑
事
判
決

例
五
十
題

.

八
九



浅
。

政

ー

碑

魔

第
十
巻

第

一
號

九
〇

子
八
月
三
旦

稗
婁

霧

甫

中
善
左
衛
門
警

佐
須
奈
村
徳
右
衛
匝

右
誌

獣

姓
糞

衡
添
蕃

題

蓼

黛

井
融
漉
慎
節
鋤
酔
弾
匁
爵
卦
之
秒
愈
ゴ
戸
響
渡
外
二
鋤
か
跡
和
卦
匁
御
樹
酔
酔
御
彙
鋳
慎
帯
謁
和
飾
加
寿
笥
苓
か
納
逡
務
珊

鳶
秦

轡

詳
蓉

客

蝶

翼

慧
耕
稔

璽
奉
算

黎

爺
参

山斜
籍
謁
耶
霧

興
い
奮

候
段
相

顯

(
三
平
永
代
奴
)
妾
不
屈
者
二
候
故
屹
度
可
被
仰
付
候
得
共
宥
恕
を
以
右
之
通
科
料
申
付
朝
鮮
渡
差
留
候

子
八
月
三
日
L
順
市
丸
船
頭
原
田
吉
左
衛
門
L
右
者
今
度
鯖
國
之
刻
長
州
千
崎
.へ
令
漂
着
候
虚
水
夫
七
之
助
持
居
候
人
参
を
水

夫
瀧
右
衛
門
六
左
衛
門
盗
取
リ
陸

へ
揚
リ
放
将
之
遊
歴
仕
候
段
会
議
之
上
相
顯
候
船
頭
之
儀
ハ
一
船
之
頭
二
候
故
船
子
共
御

法
和
背
非
法
之
働
不
仕
様
専
ら
制
止
可
仕
之
虚
其
義
無
之
七
之
助
人
滲
指
居
候
段
萱
州
勝
本
へ
廻
着
之
節
早
速
御
茶
屋
番
へ

呼
恥
酔
之
財
匙
列
其
慶
鯉
之
側
段
募
以
不
届
千
萬
之
畳
悟
二
候
故
被
仰
付
様
之
品
茂
可
有
之
候
得
共
加
用
捨
船
頭
召
放
朝
鮮

渡
三
ヶ
年
之
間
被
差
留
候
段
中
付
候
事

r

,

子
八
月
五
日
」
三
十
五
歳
縄
屋
請
負
札
西
座
甚
作
」
右
者
朝
鮮
弛
罷
渡
候
節
魚
油
五
丁
持
渡
朝
鮮
人
弛
責
佛
置
候
代
物
と
し

て
、人
参
試
拾
匁
鏡
五
百
文
受
取
候
付
右
人
参
順
市
丸
水
夫
七
之
助
へ
言
傅
差
渡
候
段
相
顯
不
届
者
二
付
平
田
直
右
衛
門
へ
永

榔
蜘

・↓
後
蜘
予
但
寺
就
方
四
ケ
年
引
切
兼
帯
二
付
」
子
八
月
五
日
」
三
十

一
歳
同
人
女
房
レ
武
歳
同
娘
し
ん
」'當
歳
同
男
子
庄
吉
」

右
同
人
弛
永
代
奴
婢
二
被
成
下

子
八
月
五
日
」
三
十
歳
佐
須
奈
村
百
姓
源
左
衛
門
」
右
者
今
般
鴫
飛
船
爲
水
夫
朝
鮮
へ
罷
渡
候
船
頭
同
村
平
治
井
水
夫
惣
兵

衛
中
合
三
人
仲
間
二
銀
六
百
匁
明
松
株
二
仕
込
持
渡
却
参
却
捨
匁
榊
謁
蹄
國
之
節
順
成
丸
水
夫
吉
太
郎
和
館
水
夫
介
右
衛
門



爾
人
二
相
頼
船

二
取
乗
セ
候
虚
船
二
而
相
顯
会
議
之
上
右
之
次
第
令
白
歌
候
潜
商
御
制
禁
之
儀
近
年
各
別
エ
被
仰
出
懊
虜
御

法
を
背
候
段
不
届
者
・鴨候
故
屹
度
可
被
仰
付
候
得
共
宥
恕
を
以
多
田
監
物
ぬ
永
代
奴
被
成
下

(嚇
)

子
八
月
五
日
」
三
十
四
歳
和
館
水
夫
助
右
衛
門
」
右
者
順
成
丸
仕
出
二
付
加
勢
二
罷
出
候
節
平
治
源
左
衛
開
惣
兵
衛
三
人
仲

間
之
人
参
ヨ
十
匁
惣
兵
衛
汐
被
相
頼
御
改
場
を
忍
船
二
取
乗
候
段
相
顯
不
届
者
二
付
吉
川
次
郎
兵
衛
二
永
代
奴
被
成
下

(
娘

か
つ
依
曳
科
永
代
碑
)

子
八
月
五
日
」
式
十
歳
佐
須
奈
村
百
姓
源
左
衛
門
女
房
レ
右
者
夫
源
左
衛
門
ず
人
参
四
拾
匁
預
置
候
段
相
顯
候
付
差
出
候
様

二
申
付
候
處

一
度

二
不
差
出
色
玄
相
儒
候
段
不
届
者
二
付
右
同
人
陀
永
代
碑

二
被
成
下
」
子
八
月
五
日
」
五
歳
」
同
人
伜
源

助
」
右
源
左
衛
門
依
曳
科
右
同
人
ぬ
永
代
奴
被
成
下

(
中略
)

子
八
月
五
日
」
三
十
二
才
小
田
左
平
次
雇
者
庄
太
郎
」
右
者
弟
輻
治
∂
人
参
戴
拾
匁
言
傳
り
順
成
丸
水
夫
吉
太
郎
二
相
頼
御

改
場
を
忍
持
乗
セ
般
中

二
而
其
身
相
受
取
船
頭
古
賀
助
右
衛
門
へ
預
置
候
段
相
顯
不
届
者
二
付
國
分
杢
左
衛
門

へ
永
代
奴
被

成
下

子
十
月
廿

一
日
」
五
拾
四
歳
佐
須
奈
村
百
姓
源
三
郎
」
右

ハ
今
般
飛
艦
致
船
頭
罷
渡
候
節
同
船
水
夫
作
藏
へ
銀
子
持
渡
候
囲

・、於
朝
鮮
致
世
話
遣
由
中
利
分
ヶ
之
約
束

二
而
銀
子
持
渡
せ
候
段
相
顯
候
近
來
御
法
嚴
重
被
仰
遣
候
盧
人
昌
悪
事
勤
候
の
ミ

.

対
馬

藩
刑
事
判
決
例
五
十
題

九
一



法

政

研

究

第
十
巻

第
一
號

九
二

な
ら
す
利
分
ヶ
之
約
束
穿
重
科
之
者

二
付
村
岡
左
京
殿
陀
永
代
奴
被
成
下
」
子
十
羽
廿

一
日
」
四
拾
八
才
同
人
女
房
」
同
日
」

廿
九
才
同
人
伜
清
左
衛
門
」
同
日
」
十
七
才
同
人
娘
ま
つ
」
同
日
」
申
式
才
同
人
娘
よ
涛
」
同
日
」
八
才
と
く
」
右
依
曳
科

右
同
人
陀
永
代
奴
婢
二,被
成
下

子
同
日
」
三
十
六
歳
佐
須
奈
村
百
姓
作
藏
」
右
今
般
飛
船
致
水
夫
罷
渡
候
節
銀
」二
百
拾
四
匁
持
渡
和
館
着
船
之
刻
汀
二
沈
置

翌
曉
潜
二
改
門
汐
忍
入
可
取
揚
與
致
候
を
濱
不
寝
番
人
汐
召
捕
候
付
於
袋
元
途
詮
議
候
腱
船
頭
同
村
百
姓
源
三
郎
相
す
玉
め

候
付
自
分
貯
置
候
銀
右
之
員
数
持
渡
候
段
令
白
歌
御
法
背
不
届

ハ
申
弓
不
及
員
数
も
過
分
候
虚
杉
村
大
藏

へ
永
代
奴
被
成
下

(妻
子
依
曳
科
永
代
奴
婢
)

(中略
)

子
十
二
月
廿
三
日
」
博
多
孫
七
」
右

ハ
去
ル
酉
年
人
参
試
匁
五
分
致
中
買
候
付
十
ケ
年
之
間
御
國
入
來
差
留
置
候
虚
共
節
ハ

老
父
病
氣
二
付
前
後
を
不
顧
爲
服
用
相
調
候
少
た
け
二
而
も
潜
商
筋
之
人
参
與
申
儀
不
心
付
不
調
法
之
次
第
可
中
上
様
無
之

右
之
通
御
呵
蒙
居
候
而
ハ
自
分
商
費
方
不
手
廻
之
義
ハ
勿
論
傍
輩
共
二
対
し
候
而
茂
無
面
目
難
儀
仕
候
由
二
而
御
國
入
來
御

冤
願
越
候
趣
問
屋
3
申
出
此
節
加
用
捨
御
國
入
來
差
冤
候
事

(中略
)

同
日

)
」
沖
響

鴛

婁

」
津
吉
善
兵
衛
L
右

ハ
今
実

木
理
右
衛
門
小
埜

・
兵
衛
三
人
申
合
過
分
之
人
参
上
方

陀
可
持
登
與
仕
候
段
相
顯
候
付
途
詮
議
候
虜
善
兵
衛
ロ
≧
汐
買
込
候
人
参
式
百
七
拾
五
匁
可
差
登
と
仕
候
段
申
出
候
此
者
義

、延
享

二
年

四̀

月

三
日



平
日
人
参
取
扱
之
儀
専
心
掛
候
段
茂
相
聞
へ
近
來
御
法
嚴
重
二
被
仰
出
候
處
ケ
様
之
族
有
之
專
致
中
買
候
付
於
朝
鮮
潜
商
之

筋
令
増
長
ざ
相
聞
不
屈
も
の
二
候
故
屹
度
可
被
仰
付
候

へ
共
此
節

ハ
思
召
之
旨
を
以
右
之
通
科
料
被
仰
付
候
事

丑
同
日
レ
科
銭
二
貫
文
」
山
村
利
吉
」
右
は
奮
冬
於
鰐
浦
百
姓
孫
十
郎
汐
人
参
武
匁
相
調
勝
本
吉
三
郎
與
申
者
ね
萱
佛
候
段

相
顯
不
届
者
二
付
右
之
通
科
料
被
仰
付
候
事

(中略
)

丑
同
日
(謂

)
」
年
六
拾
三
歳
鰐
浦
讐

姓
甚
四
郎
」
右

ハ
奮
冬
同
村
百
姓
與
市
孫
十
郎
飛
船
二
罷
渡
候
節
佐
須
奈
村
徳
右

う

し

し

い

り

リ

カ

つ

り

や

う

も

り

し

し

た

し

セ

し

ね

も

む

り

り

り

ひ

　

り

り

む

ヵ

　

ヵ

り

り

ヵ

ゆ

ル

も

り

　

も

カ

リ

衛

門

∂

銀

式

百

匁

二

割

二
〆

借

講

ケ

與

市

ね
利

分

ケ
之

約

束

二
而

借

渡

自

分

之

銀

百

六

拾

匁

是

亦

利

分

ケ
之

約

束

二
而

孫

十

郎

カ

セ

セ

い

し

カ

の

カ

し

セ

　

の

　

カ

カ

し

カ

も

ね

セ

じ

カ

　

つ

た

し

し

わ

め

り

む

ら

つ

カ

も

う

う

セ

ヵ

カ

や

泥
借
渡
爾
人
聾
國
之
節
與
市
汐
人
参
拾
武
匁
孫
十
郎
汐
同
拾
萱
匁
相
請
取
二
口
共
二
右
徳
右
衛
門
ね
相
梯
候
段
相
顯
不
届
者

二
付
右
同
人
弛
永
代
奴
二
被
成
下
候
事

(中略
)

寅
(
延
享
三
年
)
八
月
七
旦

年
二
拾
八
豊
村
百
姓
戸
助
」
右
は
當
春
飛
漿

夫
仕
朝
鮮
表
籠

渡
館
國
之
節
水
夫
請
負
茂
右
衛
門

∂
人
参
九
匁
船
賃
を
以
言
傳
リ
於
府
内
淺
鍋
與
右
衛
門
陀
相
渡
候
依
科
植
田
大
五
郎
弛
七
ケ
年
切
二
奴
被
成
下

右
は
全
部
が
相
關
聯
せ
る
事
件
の
判
決
で
は
な
い
が
、
原
本
に
八
番
記
事
こ
し
て

一
纒
め
に
記
載
さ
れ
あ
る
を
以
て
、
便
宜
第
四

十
五
判
決
例
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と
に
し
忙
の
で
あ
る
。
當
時
の
密
貿
易
即
ち

『
潜
商
』
犯
の
虜
遇
制

一
般
を
窺
ふ
こ
と
が
出
來
る

で
あ
ら
う
。
更
に
次
の
如
き
判
例
も
掲
げ
て
見
よ
う
。

顧

対
馬

藩
刑
事
判
決
例
五
十
題

九
三



法

政

覧
研

究

第
十
春

第

一
號

九
四

第
四
十
六
判
決

例

(「科
人
帳
」十
四
所
牧
)

午
(寛
延
三
年
)
六
月
十
旦

嘉

藩

検
」
町
人
中
山
利
吉
」
右
は
此
霧

勢
丸
水
峯

.
太
郎
朝
鮮
弛
罷
渡
候
節
黒
岩
変

黍

久
太
郎
與
申
合
古
銀
参
百
六
拾
六
匁
吉
太
郎
陀
言
傳
候
庭
明
し
松
之
内
二
仕
込
可
持
渡
與
存
候
段
相
顯
候
付
右
之
銀
如
何
様

之
手
筋
を
以
致
所
持
居
候
哉
與
途
詮
議
候
處
去
年
七
月
比
膳
見
村
豊
田
小
八
郎
與
申
者
汐
當
時
歩
廻
之
約
束
を
以
鏡
四
百
匁

萱
歩
之
利
二
〆
久
太
郎
爾
人
仲
間
昌
借
受
右
之
鏡
古
銀

二
振
替
候
處
三
割
銀
引
之
現
銀
三
百
匁
二
相
成
候
故
共
身
汐
古
銀
百

匁
相
添
合
而
四
百
匁
佐
須
奈
村
百
姓
三
六
與
申
者
上
府
仕
候
節
申
談
相
渡
候
塵
共
砺
三
六
飛
船
汐
朝
鮮
陀
罷
渡
人
参
式
拾
匁

萱
爾
二
付
八
拾
匁
替

ニ
メ
調
來
候
を
袋
元
二
而

一
爾
二
付
百
四
拾
匁
替
二
費
彿
船
賃
と
し
て
三
六
陀
古
銀
百
廿
匁
臭
之
其
余

は
久
太
郎
同
前
二
致
配
分
右
銀
之
内
汐
三
百
六
拾
六
匁
此
度
叉
≧
久
太
郎
爾
人
仲
間
二
〆
可
差
渡
與
仕
候
段
令
白
扶
候
此
者

莚

享
二
丑
年
簿

馨

毬

古
川
繁
右
衛
門
・泰

婁

憂

事

其
後
寛
延
元
辰
年
奴
號
御
冤
被
仰
付
候
暴

霧

蘇

榊
企
重
罪
之
者

二
付
屹
度
被
仰
付
様
之
品
茂
可
有
之
候
得
共
以
御
宥
恕
右
之
通
科
銀
之
上
差
冤

一
生
朝
渡
被
差
留
候

(中略
)

午
六
月
十
日
」
古
錠
ザ
梗
」
佐
須
奈
村
百
姓
三
六
」
右
は
去
年
中
山
利
吉
與
申
者
6
古
銀
四
百
匁
言
傅
り
同
年
九
月
比
飛
船

汐
朝
鮮
ぬ
罷
渡
候
節
右
之
銀
ぐ
る
ミ
木
之
薪
武
本
二
仕
込
持
渡
於
朝
鮮
人
参
戴
拾
匁
萱
爾

二
付
八
拾
目
替

ニ
ズ
相
調
右
く
る

ミ
木
萱
本
淺
置
其
内
に
仕
込
取
戻
り
利
吉
薩
相
渡
往
還
之
爲
禮
鏡
古
銀
百
廿
匁
貰
之
候
段
相
顯
不
届
者
二
付
被
仰
付
様
も
可

有
之
候
得
共
以
御
宥
恕
右
之
通
科
銀
之
上

一
生
朝
鮮
渡
被
差
留
候



(
中略
)

午
六
月
十
日
」
科
料
古
銀
武
拾
五
牧
」
小
田
村
鹿
之
助
家
來
徳
三
郎
」
右
は
此
度
佐
須
奈
村
百
姓
源
六
飛
船
汐
朝
鮮
㌍
罷
渡

候
付
古
銀
四
百
五
匁
↓,一割
之
約
束
二
而
借
渡
候
腱
右
之
銀
松
板
之
わ
き
残
之
内
二
仕
込
可
持
渡
ご
仕
候
を
於
御
關
所
相
顯
候

二
割
之
約
束
與
申
候
而
ハ
潜
商
銀
與
申
儀
相
知
た
る
事
二
候
塵
御
法
相
背
過
分
之
銀
子
借
渡
候
段
不
届
者
二
付
被
仰
付
様
も

有
之
候
得
共
以
御
宥
恕
右
之
通
科
料
申
付
朝
鮮
渡
差
留
候

(中略
)

午
六
月
廿
日
」
伊
勢
丸
水
夫
茂
兵
衛
」
右
は
此
度
伊
勢
丸
水
夫
朝
鮮
ね
罷
渡
候
付
保
田
六
郎
太
家
來
徳
平
與
申
者
ず
古
銀
六

拾
五
匁
同
船
水
夫
吉
太
郎
同
前

二
言
傳
明
シ
松
之
内
二
仕
込
可
持
渡
與
仕
尤
船
賃
と
し
て
古
銀
四
拾
五
匁
吉
太
郎
汐
講
取
候

段
令
白
歌
候
此
者
儀
元
文
四
未
年
依
潜
商
之
科
梯
音
右
衛
門
ね
永
代
奴
被
成
下
候
庭
子
今
潜
商
二
携
重
罪
者
二
付
屹
度
被
仰

付
様
も
可
有
之
候
得
共
以
御
宥
恕
三
根
郷
山
廻
役
國
分
又
市
弛
永
代
奴
被
成
候
事

「
公
事
方
御
定
書
」
に
は
潜
商
に
關
す
る
原
則
規
定
が
な
い
。
只
そ
の
下
巻
第
三
十
八
條

『
廻
船
荷
物
出
責
出
買
井
船
荷
物
押
領

い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事
』

第

一
項
は
一
種
の
潜
商
の
規
定
な
る
も
、
対
馬
潜
商
刑
法
は
そ
の
影
響
を
受
け

た
る
ざ
こ
ろ
全
然
な
し
ご
云
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

奴

刑

、「
徳

川

禁

令
考

」
後

聚
.

第

二
秩

五

八
四

頁

、

対
馬

藩
刑
事
判
決
例
五
十
題

九
五



法

政

研

究

第

十
巻

第

、一
號

九
六

4

(
一
)
対
馬
藩

の
奴
(
嬉
)刑
制
は
、
幕
初
か
ら
幕
末
ま
で
徳
川
時
代
を
通
じ
て
行

は
れ
北
。
例

へ
ば

「
奴
婢
被
成
下
井
返
上
」

一

に

寛
永
十
三
丙
子
」
五
月
廿
七
日
」
高
瀬
勘
解
由
殿
多
田
源
右
衛
門
殿
武
藤
五
郎
右
衛
門
殿

へ
下
女

一
人
宛
被
遣

と
見
え
、
叉

「
拝
領
奴
婢

纏
分
」
に
文
久
三
年
の
分
存
す
る
こ
ご
等
そ
の
實
誰
で
あ
る
。

対
馬

奴
刑
制
は
猫
剣
に
出
で
し
も
の
か
或

は
模
倣

か
、
此
點

に
就
い
て
は
未
だ
考

へ
得
な
い
。

奴
刑
の
生
成
存
立
の
基
礎
は
興
味
あ
る
研
究
項
目
で
あ
ら
う
が
、
之
又
後
日
を
期
せ
ね
ば
な
ら
海
。

勿

(
二
)
対
馬

藩
の
奴
な
る
刑
罰
は
庶
民
に
專
用
す
る
を
原
則
と
し
九
媛

②
こ
の
點

掲
出
判
例
に
就
い
.て
知
る
べ
し
、
又
前
掲

「
対
馬島
誌
」
二
六
一
頁
以
下
。
只
侍
の
娘
な
ど
に
は
場
合
に
依
り
本
刑
を
科
し
た

(
奴
婢

被
成
下
井
返
上
」
四
所
牧
寛
延
元
年
十
月
五
日
大
石
軍
左
衛
門
伯
母
に
対
す
る
處
噺
の
如
き
そ
の
一
例
。

(
三
)
奴
刑
は
先
づ
、
拝
領
奴
ざ
川
方
奴
或
は
道
川
奴

に
分
忙
れ
る
。
拝
領
奴
は
武
士
の
下
に
於
て
勢
役

に
從
ふ
も
の
で
あ
り
、

川
方
奴
ε
か
道
川
奴
と
竺

定
翻

道
川
の
工
事
、
鍵

蒔
所
謂

『
公
役
』
(
「
拝
領
奴
婢
郷
分
」
(

)
上
所
出
文
久
三
年

信

五
月
十
二
日
の
武
平
に
対
す

る
判
決
)
に
從
ふ
も
の
で
あ
る
。
川
方
奴
の
判
例
、
幕
末
の
も
の
乍
ら

一
つ
出
す

ざ
。

第
四
十
七
判
決
例

(「算
領
奴
婢
癖
分
」(安
政
元
年
至
文
久
三
年
)下
所
牧
)

安
政
二
叱
年
二
月
八
日
」
田
淵
町
改
元
町
人
宗
門
名
中
嶋
屋
喜
兵
衛
事
彌
右
衛
門
レ
右
者
佐
須
纏
今
里
村
給
人
大
石
瀧
之
介

り

拝
領
下
男
槌
五
郎
内
縁
女
房
與
令
密
通
之
科

二
依
五
ケ
年
切
川
方
奴
申
付

安
政

二

年

至
文
久
三
年



禦

奉
行
所
奴
、
仕
立
物
方
祭

る
も
の
も
あ
る
が
(
「
拝
領
奴
婢
継
分
」
(

)下
)
、
之
等
は
右
の
公
役
奴
高

種
の
ポ

.の
で
あ
ら
う
。

③

「
対
馬島
誌
」
前
掲
頁
以
下
。

拝
領
奴
は
そ
の
勢
役
に
從
ふ
土
地
に
依
つ
て
、
田
舎
奴
建
府
中
奴
ε
に
分
れ
る
。
例

へ
ば

「竈
立
並
奴
婢

號
御
冤
」
上
に

、中
十
二
月
五
日
(

」
佐
護
郷
山
回
役
大
石
兵
右
衛
門
永
代
奴
庄
司
小
左
衛
門
」
右

犠
去
未
年
長
崎
町
役
之
内
不
直
之
筋

有
之
永
代
奴

二
被
仰
付
置
候
此
者
妻

お
森
様

へ
御
乳
差
上
候
訣

二
而
小
左
衛
門
義
口
舎
奴
以
御
憐
懲
府
内
奴

二
被
仰
付
氏
江

兵
次
郎
殿

へ
永
代
奴

二
被
成
下
候
事

ご
あ
る
が
如
し
。

第
四
十
八
判
決
例

(
「嚴
原
藩
人
被
下
帳
」所
牧
)

同
日

)」
舟
三
才
三
木
喜
左
衛
門
」
右
者
先
般
於
朝
鮮
表
人
参
四
拾
蜘
町
人
高
原
傳
八
取
次

二
而
左
官
彌

三
郎
伜
順

助

江
言
傳
弟
喜
兵
衛
方

へ
逡
越
候
段
此
節
相
顯
候
去
ル
酉
ノ
年
御
法
相
背
候
依
科
御
家
中
奴

二
被
仰
付
候
虎
叉
候
背
御
法
再

犯
之
者

二
候
故
被
仰
付
様
之
品
も
可
有
之
候
得
共
此
度
迄

ハ
以
御
宥
恕
樋
口
惣
左
衛
門

へ
永
代
奴

二
被

成
下
候

に
見
え
る
御
家
中
奴
は
府
中
奴

の
こ
ご
で
あ
ら
う
。

(
四
)
拝
領
奴
は
特
定
の
人
の
下
に
て
勢
役
に
服
す
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は

『
奉
公
』
で
あ
り

『
召
仕
』

ふ
の
で
あ
つ
仁
の
で

あ
る
。
例

へ
ば
次
の
諸
記
事
に
就
い
て
知
る
べ
し
。

.延
享

四
年

「九

月

四

日

寳

暦
.

二
年
、

天
保
十

一
年

至
嘉
永

七
年

対
馬

藩
荊
事
判
決

例
五
十
題

、九

七



法

疏

'
研

究

第
十
巻

第

一・號

九

八

同
日

)
レ
豆
酸
郷
瀬
村
下
知
役
久
和
勝
左
衛
門
拝
領
下
男
万
平
」
右

ハ
去
辰
年
府
内
ぬ
忍
登
候
付
科
代
爲
奉
公
右

.
勝
左
衛
門
ね
五
ケ
年
切
奴

二
被
成
下
置
候
虜
年
蒋
依
願
返
上
被
仰
付

(
「竈
立
並
奴
婢
號
御
免
」下
所
孜
)

巳

)
十

一
月
十
二
日
」
伊
奈
郷
伊
奈
村
頭
百
姓
藤
吉
拝
領
下
男
多
四
郎
」
右
は
先
年
盗
之
依
科
田
舎
奴

二
被
成
下
候
虚

度

≧
令
欠
落
我
儘
を
働
候
付
依
願
返
上
被
仰
付
其
以
後
再
度
田
舎
奴

昌
被
仰
付
候
得
共
今
以
行
跡
不
相
改
當
夏
以
來
雨
度
迄

令
欠
落
難
召
仕
候
付
返
上
之
儀
願
出
候
右
躰
之
不
行
跡
者
御
國
内
江
難
召
置
候
故
上
方
追
登
申
候
候
事

(
「科
人
帳
」十
四
所
牧
)

さ
れ
ば
奴
に
虜
せ
ら
れ
北
者
は
、
本
篇
所
引
の
諸
記
事
に
就
い
て
知
ら
る
、
通
り
、4

下
磐
』
、
『
下
女
』
で
あ

つ
に
の
で
あ
る
。

主
人
に
は

一
定
の
懲
戒
権
あ
り
し
こ
と
、
後
段
延
享
二
年
四
月
廿
八
日
の
記
事
に
よ
り
て
知
ら
れ
る
。

一
方
主
人
は
奴
を
恣
意
に

一
人
他
出
せ
し
め
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
郎
ち

享
和
二
誓

月
廿
吾

」
伊
奈
饗

奈
村
給
人
山
毒

兵
衛
」
右
ハ
拝
震

墜

.ε
中
者

百

之
暇
乞
候
を
差
籍

頭
儀
助

へ
爲
相
雇
候
段
相
聞
候
拝
領
下
男
共
身
召
連
候
外
勝
手

二
他
郷
他
村

へ
暇
遣
候
儀

ハ
不
相
成
儀

二
有
之
剰
数
日
令
逗
留
候
を

も
緩

二
い
九
し
置
候
段
大
様
之
心
得

二
候
得
共
此
節

ハ
御
用
捨
不
及
御
沙
汰

(「四
罰
類
聚
」九
所
牧
)

(五
)
奴
刑
は
叉
、
永
代

(
一
生
間
)
繕
績
す
る
も
の
と
、

一
定
期
間
を
限
る
も
の
と
の
二
種
に
分
れ
ぢ
。
前
者
を
永
代
奴
後
者

を
年
切
奴
と
云
ふ
。
永
代
奴
は
時
に

一
生
奴
ε
も
云
ふ
(「
拝
領
奴
婢

郷
分
」

)
上
所
出
天
保
十
年
正
月
二
十
五
日
平
吉
に

対
す

る
判
例
)。

年
切
奴

の
期
間
は
罪
歌
に
依
つ
て
異
る
の
で
あ
る
が
、
大
饅
長
き
は
三
拾
ケ
年
短
き
は
萱
ケ
年
を
原
則
ざ
し
π
ら
し
い
(

。

安

永

六

年

7五
月
廿

一
日

、寛

証

'二
年

、文

化

五

年

室

天
保
十
年

本
篇
諸
.

例
参

翼



「拝
領
奴
婢

郷
分
」

)上
に
見
え
る
次
の
如
き
記
事
は
そ
の

一
般
を
窺
は
し
む
る
も
の
で
あ
る
。

文
轟

年
十
二
月
世

ハ
日
御
弛

一二
拾
ヶ
年
切

六
ケ
年

試
拾
五
ケ
年
切

五
ケ
年

戴
拾
ヶ
年
切

四
ヶ
年

拾
五
ヶ
年
切

三
ヶ
年

拾
ヶ
年
切

武
ヶ
年

七
ヶ
年
切

壼
ヶ
年
ト
五
ヶ
月

五
ヶ
年
切

登
ヶ
年

」
ニ
ケ
年
切

七
ケ
月

試
ヶ
年
切

五
ヶ
月

萱
ケ
年
切

試
ケ
月

追
加四

ヶ
年
切

十
ヶ
月
ト
可
見

し
か
し
實
例
に
は
、
十
九
ヶ
年
、
十
三
ヶ
年
、
十
二
ヶ
年
、
十

一
ヶ
年
、
八
ケ
年
、
六
ケ
月
等
の
期
間
も
見

え
る
。

、享
保

二
十
年

至
文
政
九
年

翼
馬
講
頭
憲
爽
決
伽
五
十
簿

九
九



法

政

研

究

第
十
巻

第
一
號
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〇
〇

(
六
)
拝
領
奴
は
前
述
の
如
く
、
特
定
の
人

(武
士
)
に
預
け
る
の
で
あ
る
が
、
受
託
者
の
撰
定
は
官
に
於

て
行

ふ
を
原
則
と
す

る
。
し
か
し
、
希
望
者

に
預
け
る
乙
こ
も
あ
る
。

そ
れ
は
上
掲
判
例
(

)
に
就
い
て
も
知
ら
れ
る
が
、
例
誰
を
更
に
出
せ
ば

寅

)
三
月
十
五
日
」
伊
奈
郷
奉
役
阿
比
留
四
郎
左
衛
門
拝
領
下
男
杯
右
衛
門
」
右
不
届
之
儀
有
之
田
舎
奴

二
被
仰
付
置

候
處
於
田
舎
も
不
働
有
之
難
召
仕
返
上
願
之
通
候
仰
付
候
就
夫
高
木
彌
次
右
衛
門
召
仕
差
支
象
而
相
望
候
付
彌
次
右
衛
門
江

永
代
奴

二
候
成
下
事

(
「嚴
原
藩
人
被
下
帳
」所
牧
)

奴
寄
託
に
は
、
少
く
ε
も
高
級
武
士
に
は
、
藩
主
謄
署
名
花
押
折
紙
の

『
被
下
』

撒
を
交
付
し
九
(
根
緒
順

氏
所
藏
史
料

に
依
り

て
知
る
)。

預

か
れ
る
者

は
之
を
下
男
、
下
女
と
し
て

使
用
し
、
勿
論
扶
持
す
る
義
務
を
有
し
た
。
從

つ
て
奴
婢

を
預
る
こ
ご
は
勘
な
か
ら
ざ

る
負
担

ピ
な
る
こ
と
も
砂
く
な
か
つ
た
ら
し
い
。

尚
ほ

場
合
に
依
つ
て
は
奴
婢
預
り
数
名
に
及
ぶ
こ
と
も
稀
で
な
か
つ
た
ら
し
い
。
「嚴
原
藩
人
被
下
順
」
な
る
簿
冊
は

『
人
被
下
掴

即
ち
奴
婢

預
け
の
記
録
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の

一
二
節
を
掲
載
し
て
、
奴
婢
預
り
の
實
歌
を
窺

つ
て
見
よ
う
。

御
印
剣
役古

川

繁

右

衛

門

享
保
五
庚
子
九
月
廿
九
日
男

一
人
女

一
人
」
同
九
即
閏
四
月
十
八
日
男
二
人
女

一
人
」
同
十

一
酉
年
八
月
廿
九
日
男

一
人
」

、延
享

'三
年

第

二
十
四

判
決

例



同
十
轟

閏
吾

朔
日
女

天

七
ケ
年
切
」
同
二
疵

八
尋

五
日
女
天

塁

人
」
同
閏
智

月
五
日
男
萱
人
」
寛
保
元

酔
四
月
朔
日
塁

人
女
二
△

延
享
二
品
十
二
月
十
九
日
塁

人
(下略
)

御

郡

役齋

藤

四

郎

次
,

寛
保
二
妊
六
月
廿
七
量

三
人
女
二
人

(
七
)
奴
婢

を
預
れ
る
者
は
、

一
定
の
理
由
あ
る
場
合

『
返
上
』
即
ち

返
附
を
な
し
得
江
。
尤
も

「
嚴
原
藩

人
被
下
帳
」
に

寛
保
三
麟
年
四
月
五
日
」
御
家
中
弛
永
代

二
被
成
下
候
奴
婢

召
仕
諜
有
之
返
上
之
義
願
出
候
得
は
以
前

ハ
間
≧
返
上
被
仰
付

候
得
共
如
何
敷
事

二
付
去
ル
享
保
十
九
甲
寅
年
向
後
返
上
願
御
取
上
無
之
旨
被
仰
出
置
候
庭
共
後
大
身
之
人
拝
領
者
返
上
願

有
之
共
時
之
吟
味

一
爾
輩
返
土
被
仰
付
候
人
も
有
之
旨
相
聞
御
法
も
難
相
立
如
何
敷
事
候
勿
論
大
小
姓

杯
は
勤
役
中

二
一
度

拝
領
被
仰
付
事

二
候

へ
は
諸
役
中
と
は
課
も
違
候
付
願
之
筋
相
立
候

ハ
瓦
御
吟
味
之
上
返
上
被
仰
付
義

も
可
有
之
候
得
共
大

身
に
は
諸
役
中
之
儀
は
彌
最
前
被
仰
出
候
通
返
上
之
儀
御
取
上
無
之
候
間
以
來
願
出
候
人
有
之
候
共
堅
取
次
被
中
間
敷
旨
與

頭
中

へ
申
渡
候
事

と
見
え
る
如
く
、
返
上
を
許
る
さ
ざ
る
こ
と
も
あ
つ
忙
が
、
た
ご

へ
特
許
制
で
あ
り
、
叉
返
上
抑
制
の
傾
向
が
あ
つ
仁
に
し
て
も
、

一
般
的
に
は
返
上
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

扱
て
奴
病
身
虚
弱
叉
は
老
衰

に
て
労
働

不
可
能
は
、
そ
の
理
由
の

一
つ
巴
な
る
。
即
ち

対
馬

藩
刑
事
判
決
例
五
十
題

一
〇
一



'

,

、

子

十
月
廿
七
日
」
與
良
病
大
山
村
下
知
役
大
山
治
部
右
衛
門
拝
領
下
男
清
五
郎
」
右
者
辛
酉
年
永
代
奴
被
成
下
候
虚

病
身
虚
弱
者

二
て
田
舎
働
難
成
先
達
而
返
上
願
出
候
へ
共
下
男
返
上
之
儀

ハ
御
法
も
有
之
願
之
通
難
被
仰
付
段
申
渡
候
塵
又

よ
願
之
品
有
之
候
付
返
上
被
仰
候
事

(
「科
人
帳
」+
三
上
所
牧
)

二
月
四
日

)
」
青
海
村
下
知
役
平
山
弾
右
衛
門
下
男
吉
次
」
右
者
去
工
年
潜
商
之
科
二
依
永
代
奴

二
被
成
下
候
虚
病
身

者
故
返
上
之
義
願
出
候
然
盧
西
釦
寺
∂
右
吉
次
俗
縁
も
有
之
候
付
火
之
前

二
召
遣
度
旨
願
出
候
付
西
山
寺
永
代
奴
二
被
成
下

六
月
四
日
(

)
」
町
人
國
分
叉
六
」
右
者
潜
商
之
依
科
三
根
郷
村
へ
流
罪
被
仰
付
候
虜
及
老
年
働
難
成
殊
更
田
舎
近
年
之

手
向
二
而
介
抱
茂
難
屈
候
付
依
願
國
分
寺
へ
永
代
奴

轟
被
成
下

(
「
奴
婢被
下
拝
返
上
」
四
所
牧
)

奴
婢

扶
持
不
可
能
も
返
上
の
理
由
の
一
つ
と
な
り
得
た
。
即
ち

)
」
仁
位
郷
貝
口
村
下
知
役
村
勢
甚
左
衛
門
拝
領
奴
吉
右
衛
門
」
右

ハ
不
将
之
課
二
付
右
甚
左
衛
門
ぬ
永
代
奴

二
被
成
下

置
候
虚
小
知
之
身
分
共
上
家
内
数
多
有
之
撫
育
方
令
難
儀
返
上
之
義
願
出
近
年
は
右
様
之
願
間
よ
有
之
難
取
揚
候
得
共
願
之

通
返
上
被
仰
付
與
良
郷
緒
方
村
肝
入
源
吾
由
縁
之
者
と
相
聞
候
付
被
成
下

(
「竈
立
並
奴
婢
號
御
免
」下
所
牧
)

『
不
行
跡
』
亦
返
上
の
理
由
の
一
つ
九
る
こ
と
、
次
掲
例
に
依
つ
て
知
ら
れ
る
。

返
上
奴
は
更
に
奴
と
し
て
他
に
預
け
ら
れ
る
こ
と
上
掲
諸
例
に
就
い
て
知
る
べ
し
。
し
か
し
場
合
に
依
つ
て
は
、
返
上
奴
は

『
上

方
追
登
』
即
ち
追
放
に
彪
せ
ら
れ
る
。
郎
ち

三
月
五
日
佐
護
郷
恵
古
村
下
知
役
大
石
才
右
衛
門
下
男
喜
太
郎
」
右
者
盗
仕
度
≧
令
欠
落
不
行
跡
者
二
而
返
上
仕
候
誰
へ
被

法

政

研

究

第
十
巻

第

一
號

一
〇
ヱ

寛

保
.

7四

年

天
明

「三
年

、寛

保

'四
年

寳
保

四
年



成
下
候
而
も
及
御
噺
候
付
上
方

へ
追
登
候
船
便
次
第
出
牢
申
付
候
様
申
渡
候
事

(「科
人
帳
」十
二
下
所
牧
)

尚
ほ

「嚴
原
藩
人
被
下
帳
」
に

丑

)
四
月
廿
八
日
」
御
愈
官
役
人
竈
山
田
久
右
衛
門
伜
辮
吉
」
右
潜
商
之
依
科
元
文
五
庚
申
四
月
古
川
岡
書
陀
永
代
奴

二
被
成
下
置
難
召
仕
次
第
有
之
爲
懲
自
分
汐
是
迄
田
舎
ぬ
差
下
置
候
得
共
難
沼
仕
候
間
上
ず
田
舎
年
切
奴

二
被
仰
付
被
下
候

様

二
願
出
伊
奈
郷
鹿
見
村
給
人
豊
田
忠
吉
陀
三
ヶ
年
切
奴

二
被
成
下
候
事

ぎ
あ
る
が
、
之
は
返
上
の

一
場
合
で
あ
b
、
返
上
後
の
膿
置
を
も
、
預
か
れ
る
者
が
願
出
で
得
ら
れ
九
こ
と
を
示
す
も
の
か
。

(八
)
官

の
都
合
に
て
返
上
を
申
付
け
る
こ
ざ
も
あ
つ
仁
。
即
ち

「
拝
領
奴
婢

郷
分
」

)
下
の
安
政
二
年
二
月
八
日
孫

右
衛
門
に
關
す
る
條
の
次
に

十
五
ケ
年
切
奴
被
下
置
候
虚
川
方
奴
差
支
候
付
此
セ
ッ
返
上
年
限
中
川
方
奴
申
付

(
九
)
騒

の
解
放
即
ち

『
奴
鏡

塁

』
は
、
先
つ
年
切
奴
に
あ
つ
て
は

『
年
満
』
刑
期
満
了
に
依
つ
て
實
現
さ
れ
る
(

)
.

奴
婢

の
開
放
は
、
そ
の
勤
務
成
績
良
好
等
を
理
由
と
し
て
、
主
人
よ
り
願
出
で
し
場
合
叉
實
現
さ
れ
る
。
即
ち

二
月
十
九
日
(

)
」
伊
奈
摺
樫
瀧
村
給
人
川
本
源
之
允
拝
領
下
男
門
太
」
右
は
享
保
二
十
乙
卯
年
父
惣
右
衛
門
八
ヶ
年
切

奴

二
被
成
下
候
虚
平
日
實
躰
相
勤
共
上
本
國

へ
老
父
母
有
之
相
歎
候
付
未
年
季
内
之
者

二
候
得
共
本
國

へ
差
返
度
旨
願
之
通

被
仰
付
候
事

(「科
人
帳
」十
二
上
所
牧
)

六
、
第

二

十
判
決
例

、延
享

.二
年

寛
保

二
年

安

政
元

年

室
文
久
三
年

次
段
及

び
第
十

対
馬

藩
刑
事
判
決
例

五
十
題

'

一
〇
三



法

政

研

究

第
十
管

第
一
號

一
〇
四

九
月
朔
口

)
」
杉
村
大
藏
家
來
久
光
源
八
隔
右
者
享
保
九
年
依
潜
商
之
科
亡
父
釆
女
へ
永
代
奴

二
被
成
下
候
虜
其
以
來

當
年
迄
實
体
二
給
仕
仕
候
付
奴
號
御
菟
被
成
由
緒
竈
二
申
付
」
同
人
家
來
大
和
屋
半
兵
衛
右
者
去
戌
年
依
潜
商
之
科
妻
子
共

永
代
之
奴
婢
二
被
成
下
候
虚
深
切
二
相
勤
候
故
年
数

ハ
纏

二
候
得
と
も
奴
婢
之
號
御
冤
被
成
實
父
家
性
を
相
続
申
付
」
右
之

通
今
度
大
藏
依
願
御
冤
被
成

(「
奴
婢被
下
井
返
上
」
四
所
牧
)

伺
ほ
此
瓢
に
就
い
て
は
次
の
記
事
参
看
。

十

一
月
廿
音

)
」
奴
號
御
冤
之
儀
是
迄

ハ
年
警

躰

二
相
勤
候
段
麦

藤

出
候

ヘ
ハ
願
之
品
二
よ
り
禦

被
仰
付

候

へ
共
向
後

ハ
格
別
相
勝

レ
候
鐸
明
白

二
無
之
候
而

ハ
不
及
沙
汰
候
聞
以
來
奴
號
御
冤
之
儀
大
躰
之
願
筋

ユ
候

ハ
」
取
次
被

差
出
間
敷
旨
申
渡
ス
(
「
奴
婢被
下
井
返
上
」四
所
牧
)

奴
牌
は
、
叉
別

に
特
別
な
る
勤
務
を
な
せ
し
爲
め
に
解
放
せ
ら
れ
る
こ
ざ
が
あ
る
。
即
ち

同
月
(

)
高

噺
藷

下
女
庄
司
小
左
衛
門
妻
」
右
ハ
夫
之
依
曳
科
二
縫

仰
付
未
無
間
も
候

へ
共
が
森
澱
べ
饗

差
上
候
も
の
ゆ

へ
右

二
被
封
此
節
脾
號
御
冤
被
成

(
「竈
立
並
奴
婢
號
御
免
」
上
所
牧
)

(
十
)
奴
刑
は
勢
役
刑
で
あ
り
そ
の
代
表
で
あ
る
が
、
対
馬

藩
に
は
尚
ほ
次
の
如
き
勢
役
刑
も
行
は
れ
江
の
で
あ
る
。

第
四
十
九
判
決
例

(「科
人
帳
」
十
三
下
所
攻
)

辰
(

)
三
月
十
二
旦

杉
村
辮
之
進
外
様
太
助
」
右
莫

堺

働

雰

終

蕎

艀
奉
行
見
嘗

候
惣
両
川
筋
へ
肇

捨
聞
数
旨
簑
而
被
仰
付
置
候
盧
不
届
者
・「
付
爲
科
代
江
川
内
五
間
口
こ
深
サ
三
尺
川
渡
申
付
候
事

轟
寛

延

'三
年

寳

暦

三

年

十

一
月
七
日

寛
証

一
年



伺
ほ
叉
、第

五
十
判
決
例

(
「罰
責
類
聚
」
二
下
所
牧
)

寳
暦
十
辰
年
九
月
廿
九
日
」
御
米
漕
船

≧
添
吉
右
衛
門
」
右

ハ
居
所
前
通
り
之
川

へ
芥
寄
集
候
を
取
除

ケ
候
様
川
役
よ
り
申

付
候
虚
非
法
之
答
い
た
し
不
届
者

二
付
吟
味
之
上
爲
科
代
川
凌
夫
日
数

五
日
差
出
さ
せ
差
菟
候
事

の
如
き
刑
罰
は
、
前
禍
諸
例
に
就
い
て
知
ら
る
、
科
代
薪
、
科
代
鏡
ε
共
に
対
馬
藩
法
上
の
財
産
刑
で
あ
つ
忙
か
と
も
思
ふ
が
、

一

種
の
勢
役
刑
ご
も
解
せ
ら
れ
は
し
ま
い
か
。

(
十

一
)
奴
刑
は
上
述
の
如
く
勢
役
刑
の

一
種
で
あ
る
が
、
犯
人
の
労
働
力
侵
害
剥
奪
の
目
的
を
以
て
科
す

る
ε
云
ふ
の
で
は
な

く
、
尚
ほ

犯
人
懲
戒
を
直
接
の
目
的
ε
し
忙
の
で
あ
る
。
即
ち
例

へ
ば

同
吾

吉

(
天
明
三
年
)
」
豊
崎
郷
大
浦
村
給
人
蒲

勝
兵
難

領
奴
領
助
」
右
ハ
元
來
戸
田
頼
母
下
磐

「
候
案

行
跡
看

之

去
已
亥
年
騨
徴
右
勝
兵
衛
へ
五
ヶ
年
拝
領
奴
之
格
二
被
成
下
置
候
處
今
程
行
跡
を
も
相
改
實
躰
二
相
勤
今
萱
ヶ
年
相
淺
居
候

然
虜
頼
母
下
人
差
支
候
付
年
限
之
内
な
か
ら
返
上
被
仰
付
被
下
候
様
双
方
汐
願
出
返
上
被
仰
付
頼
母
へ
被
返
下

(「竈
立
並
奴

脾
號
御
免
」下
所
牧
)

結

語

以
上
・
判
例
を
通
し
て
、
対
馬
藩
に
於
け
る
近
世
中
葉
時
代
の
刑
事
的
法
則
を
窮
ひ
、
そ
れ
ε

「
公
事
方
御
定
書
レ
上
の
刑
事
的

対
馬

藩
刑
事
判
決
例
五
十
題

一

、
〇
五

一

〆



法

疏
∴

、
研
究

第

十
管

第

一
號

一
σ

大

.
原
則
ご
の
異
同
を
考
察
し
て
來
九
の
で
あ
る
が
、
此
結
果
を
以
て
す
ち
限
り
、
対
馬

の
そ
れ
に
鮎
て
、
御
定
書

を
そ
れ
冠
殆
ん
ざ
同

一
原
則
な
る
も
の
も
あ
り
、
或
は
叉
相
似
九
る
も
の
も
稀
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

一
般
的
に
見
て
、
當
時

の
対
馬
刑
法
ご
御
定
書

刑
法
ε
は
、
相
異

る
内
容
で
あ
つ
た

ε
論
定
し
て
誤
り
な
い
も
の
ご
考

へ
ら
れ
る
。

対
馬

鑑

方
に
も
、幕
府
法
の
内
容
に
し
て
、傳

へ
ら
嚢

る
も
の
働

な
か
つ
奄

し
い

(「
構

集
」1

て
ー
ー

叉

「
宗
家
目
録
七

に
依
れ
ば
、コ
ニ
秘
集
」
「
的
例
問
答
」
「
百
ヶ
條
」
「
服
忌
令
撰
註
分
繹
」
等
の
幕
府
法
書
が
、
対
馬

の

書
庫
に
存
し
九
こ
と

よ
り
も
充
分
推
測
し
得

る
)
の
で
、
聞
接
的
に
思
想
的
に
幕
府
法
、
御
定
書
の
原
則
が
、
対
馬

法
に
影
響
し
九

こ
と
は
考

へ
ら
れ
る
が
、
右
結
論
に
從

つ
て
、
少
く
ξ
も
御
定
書
制
定
後
敦
十
年
間

は
、
御
定
書
刑
法
は
対
馬
藩
刑
法
に
直
接
に
は

影
響
す
る
ε
こ
ろ
な
か
つ
忙
ε
推
論
し
て
差
支

へ
な
い
ざ
思
ふ
.

答
に

印
行

石
井
良
助
氏
編

「
近
世

法
制
史
料
叢
書

」
第

一


